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－1－ 

1. はじめに

本資料は，令和３年９月 15 日に変更許可を受けた新規制基準の適合性に係る

島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（２号原子炉施設の変

更）（以下，「２号炉設置変更許可」という。）を踏まえた島根原子力発電所１号

炉の放射性液体廃棄物の処理について説明する。 

2. ２号炉設置変更許可を踏まえた変更

２号炉設置変更許可において，２号炉の運転にあたっては，設置許可基準規

則第９条（溢水による損傷の防止等）の要求事項を踏まえ，屋外に設置してい

る１号炉の補助サージ・タンク及び処理水受入タンクを空運用とすることで，

２号炉に影響するような溢水の発生を防止することとしている。 

このため，１号炉の補助サージ・タンク及び処理水受入タンクは，廃止措置

での使用を取りやめる。 

補助サージ・タンク：サプレッション・チェンバの点検，保修に伴うサプ

レッション・プール水の一時貯留等，機器ドレン廃

液及び床ドレン・再生廃液の発生量が増加した場合

に，処理前の廃液を一時貯留するためのタンク 

処理水受入タンク ：床ドレン・再生廃液系にて蒸留処理した処理済液を

一時貯留するためのタンク 

3. 放射性液体廃棄物の処理について

(1) 原子炉運転中

島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（１号炉）（以下，

「１号炉設置変更許可」という。）においては，平常運転時に発生する放射性

液体廃棄物について，表１に示すとおり廃液発生量及び環境放出量を推定

し，それらを十分に処理可能な容量を有した設備を設置している。 
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運転中における放射性液体廃棄物処理の概要図を図１に示す。 

表１ 平常運転時における液体廃棄物の推定発生量と推定環境放出量 

種 類 推定発生量※ 推定環境放出量 

機器ドレン廃液 
約 22,000m3/y 

（約 60m3/d×365 日） 
０m3/y 

床ドレン・再生廃液 
約 13,000m3/y 

（約 36m3/d×365 日） 
約 3,000m3/y 

シャワ・ドレン廃液
約 400m3/y 

（約１m3/d×365 日） 
約 400m3/y 

※ １号炉設置変更許可記載の推定発生量（m3/d）を年間発生量（m3/y）

へ見直し

図１ 原子炉運転中における放射性液体廃棄物処理 概要図 

床ドレン：約3,000m3/y
シャワ・ドレン：約 400m3/y

補助サージ・タンク
【容量：約500m3】

機器ドレン廃液

床ドレン・再生廃液

シャワ・ドレン廃液

フィルタ・脱塩器

濃縮器

フィルタ・脱塩器

ろ過器

再使用

【推定発生量：約22,000m3/y】

復水貯蔵タンク
【容量：約2,000m3】

系外放出

【推定放出量：約3,400m3/y】

【推定発生量：約13,000m3/y】

【処理容量：約4.5m3/h×２基】

【処理容量：約74m3/h】

【推定発生量：約400m3/y】
【処理容量：約12m3/h】

【処理容量：約70m3/h】

処理水受入タンク
【容量：約2,000m3】
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(2) 廃止措置段階（2017 年度～2020 年度）

廃止措置段階（2017 年度～2020 年度）においては，原子炉運転中と同様の

処理設備を使用し，廃止措置中の施設管理に伴って発生する液体廃棄物の処理

を行っている。 

図２に廃止措置段階における放射性液体廃棄物処理の概要図，表２に液体廃

棄物の発生量及び環境放出量（実績），表３に屋外タンクの受入量及び移送量

（実績）を示す。 

液体廃棄物の発生量は，原子炉運転中の液体廃棄物の推定発生量に比べて少

なく，補助サージ・タンクに液体廃棄物を受け入れることなく処理を行ってい

る。また，環境へ放出する処理水の発生量も少なくなっていることから，常時

放出することなく，処理水受入タンクに一時的に貯留し，必要に応じて放出し

ている状況である。 

表２ 廃止措置段階における液体廃棄物の発生量と環境放出量（実績） 

○発生量                                                      （m3/y） 

2017 2018 2019 2020 平 均 

機器ドレン廃液 554.6 168.4 573.5 640.2 484.2 

床ドレン・再生廃液 910.7 868.1 842.7 772.3 848.5 

シャワ・ドレン廃液 23.1 38.9 35.1 14.5 27.9 

○環境放出量 （m3/y） 

2017 2018 2019 2020 平 均 

床ドレン・再生廃液 1,043.9 850.2 928.7 512.9 833.9 

シャワ・ドレン廃液 23.1 38.9 35.1 14.5 27.9 
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表３ 廃止措置段階における屋外タンクの受入量及び移送量（実績） 

（m3/y） 

2017 2018 2019 2020 平 均 

補助サージ・タンク 
受入量 ０ ０ ０ ０ ０ 

移送量 ０ ０ ０ ０ ０ 

処理水受入タンク 
受入量 510.4 332.7 224.3 158.4 306.5 

移送量 489.2 335.4 226.0 163.4 303.5 

図２ 廃止措置段階における放射性液体廃棄物処理 概要図 

床ドレン：約830m3/y
シャワ・ドレン：約 30m3/y

機器ドレン廃液

床ドレン・再生廃液

シャワ・ドレン廃液

フィルタ・脱塩器

濃縮器

フィルタ・脱塩器

ろ過器

再使用

【平均発生量：約500m3/y】

処理水受入タンク

復水貯蔵タンク
【平均受入量：約500m3/y】

系外放出

【平均放出量：約860m3/y】

【平均発生量：約850m3/y】

【処理容量：約4.5m3/h×２基】

【処理容量：約74m3/h】

【平均発生量：約30m3/y】
【処理容量：約12m3/h】

【処理容量：約70m3/h】

：性能維持施設 ：１号及び２号炉にて使用

平均受入量
約300m3/y

平均移送量
約300m3/y

補助サージ・タンク
（使用せず）
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(3) 廃止措置段階（屋外タンク使用取りやめ以降）

１号炉の補助サージ・タンク及び処理水受入タンクは，今後，廃止措置での

使用を取りやめることとしている。 

屋外タンクの使用取りやめ以降における放射性液体廃棄物処理の概要図を

図３に示す。 

補助サージ・タンクの使用取りやめに伴い，機器ドレン廃液及び床ドレン・

再生廃液の一時貯留が出来なくなるが，今後の廃止措置中の施設管理の状況は

これまでと大きく変わるものではないことから，実績を踏まえ，補助サージ・

タンクを使用せずとも液体廃棄物の処理は可能と考えている。

また，処理水受入タンクへ一時貯留していた処理水について，その全量（約

300m3/y）を一時貯留することなく環境へ放出するとした場合においても，運転

時に比べ放出量は少なく，また，十分な処理容量を有した設備を維持している

ことから，液体廃棄物の処理は可能と考えている。 

なお，施設管理に伴う液体廃棄物の発生の他，表４に示す施設の解体撤去の

ため，系統保有水の排水等に伴う機器ドレン廃液の発生が見込まれるが，処理

設備の稼働状況を確認しながら排水し，処理を行う予定であり，また，必要に

応じ，共用施設である２号炉廃棄物処理設備により処理を行うことも出来るこ

とから，屋外タンクの使用を取りやめても問題はない。 
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表４ 今後排水が発生する主な系統の保有水量 

系 統 保有水量 備 考 

燃料プール 約 1,000m3 性能維持施設 

燃料プール冷却系 約 60m3 性能維持施設 

原子炉補機冷却水系 約 200m3 性能維持施設 

原子炉圧力容器 約 200m3 

図３ 屋外タンク使用取りやめ以降における放射性液体廃棄物処理 概要図 

床ドレン：約830m3/y
シャワ・ドレン：約 30m3/y

機器ドレン廃液

床ドレン・再生廃液

シャワ・ドレン廃液

フィルタ・脱塩器

濃縮器

フィルタ・脱塩器

ろ過器

再使用

【平均発生量：約500m3/y】

処理水受入タンク
（使用取りやめ）

復水貯蔵タンク
【平均受入量：約500m3/y】

系外放出

【平均放出量：約860m3/y】

【平均発生量：約850m3/y】

【処理容量：約4.5m3/h×２基】

【処理容量：約74m3/h】

【平均発生量：約30m3/y】
【処理容量：約12m3/h】

【処理容量：約70m3/h】

：性能維持施設

×

×

補助サージ・タンク
（使用取りやめ）
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（参考）フィルタ等の処理容量について 

・機器ドレン系

機 器 台数 容 量 

フィルタ １基 約 74m3/h 

脱塩器 １基 約 70m3/h 

・床ドレン・再生廃液系

機 器 台数 容 量 

フィルタ １基 約 74m3/h 

脱塩器 １基 約 74m3/h 

濃縮器 ２基 約 4.5m3/h（１基当たり） 

・シャワ・ドレン系

機 器 台数 容 量 

ろ過器 １基 約 12m3/h 
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1. はじめに

本資料は，令和３年９月 15 日に変更許可を受けた新規制基準の適合性に係る

島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（２号原子炉施設の変更）

の事項の反映に伴う，島根原子力発電所１号炉の廃止措置計画認可申請書「十 

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄」に示す放射性固体廃

棄物の処理方法の変更について説明する。 

2. 変更の目的及び概要

島根原子力発電所１号及び２号炉の濃縮廃液，フィルタ・スラッジ等は，２号

炉廃棄物処理建物に設置しているドラム詰装置（１号及び２号炉共用）にて固化

材と混合しドラム缶内に固化したのち貯蔵保管しているが，外部火災への防護

対策や重大事故等時の現場作業場所への影響の観点から可燃性の固化材（プラ

スチック）の使用を中止し，固化材をセメントに変更する。

また，固化材の変更に伴い，復水系，液体廃棄物処理系の使用済樹脂，フィル

タ・スラッジについては，放射性廃棄物の減容性の観点からドラム詰装置を用い

た処理は行わないこととし，全量焼却処理する。原子炉浄化系，燃料プール冷却

系の使用済樹脂，フィルタ・スラッジについては，放射能濃度が高く，現行の埋

設センターでは受入れできないことから，当面は貯蔵タンクでの貯蔵とする。 

3. 固体廃棄物処理系の概要

ドラム詰装置の固化材変更前後の放射性固体廃棄物の処理フローを第 3－1図

に示す。 
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（変更前） 

（変更後） 

第 3－1 図 解体工事準備期間中の放射性固体廃棄物の処理フロー 

濃縮廃液貯蔵タンク

主経路

副経路

＊２

（１号，２号及び３号炉共用)

濃 縮 廃 液

ランドリ・ドレン
濃縮廃液タンク

廃樹脂タンク

フィルタ・スラッジ
貯蔵タンク

フィルタ・スラッジ
サージ・タンク

復水スラッジ
分離タンク

廃樹脂タンク

雑固体廃棄物処理設備

雑固体廃棄物焼却設備

サイトバンカ

床ドレン・再生廃液系の濃縮器から

ランドリ・ドレン系の濃縮器から

系統除染装置から
原子炉冷却材浄化系の脱塩器から

系統除染装置から
原子炉冷却材浄化系のフィルタから

燃料プール冷却系のフィルタから
液体廃棄物処理系のフィルタから

復水系の前置ろ過器から

復水系及び液体廃棄物処理系の脱塩器から

可燃性雑固体廃棄物

使用済制御棒等

使用済樹脂、フィルタ・スラッジ

雑固体廃棄物

フィルタ・スラッジ
貯蔵タンク

＊３

減容機
（１号及び２号炉共用）

不燃性雑固体廃棄物
（新燃料に装着しているチャンネル
ボックスを含む）

(燃料プール)

(焼 却 灰 )
＊２＊１

固体廃棄物貯蔵所

＊２＊１

ドラム詰装置
（プラスチック固化式）

濃縮廃液タンク

原子炉浄化系
樹脂貯蔵タンク

機器ドレン・スラッジ
分離タンク

復水系樹脂貯蔵タンク

（１号及び２号炉共用)

（２号炉建物内)

＊３

復水系スラッジ
貯蔵タンク

＊３

復水スラッジ
分離タンク

濃縮廃液貯蔵タンク

主経路

副経路

＊２

（１号，２号及び３号炉共用)

濃 縮 廃 液

ランドリ・ドレン
濃縮廃液タンク

廃樹脂タンク

フィルタ・スラッジ
貯蔵タンク

フィルタ・スラッジ
サージ・タンク

復水スラッジ
分離タンク

廃樹脂タンク

雑固体廃棄物処理設備

雑固体廃棄物焼却設備

サイトバンカ

固体廃棄物貯蔵所床ドレン・再生廃液系の濃縮器から

ランドリ・ドレン系の濃縮器から

系統除染装置から
原子炉冷却材浄化系の脱塩器から

系統除染装置から
原子炉冷却材浄化系のフィルタから

燃料プール冷却系のフィルタから
液体廃棄物処理系のフィルタから

復水系の前置ろ過器から

復水系及び液体廃棄物処理系の脱塩器から

可燃性雑固体廃棄物

使用済制御棒等

使用済樹脂、フィルタ・スラッジ

雑固体廃棄物

＊３

減容機
（１号及び２号炉一部共用）

不燃性雑固体廃棄物
（新燃料に装着しているチャンネル
ボックスを含む）

(燃料プール)

(焼 却 灰 )

＊２＊１

原子炉浄化系
樹脂貯蔵タンク

＊２＊１

ドラム詰装置
（セメント固化式）

濃縮廃液タンク

フィルタ・スラッジ
貯蔵タンク

復水スラッジ
分離タンク

機器ドレン・スラッジ
分離タンク

復水系スラッジ
貯蔵タンク

復水系樹脂貯蔵タンク

＊３

＊３

（１号及び２号炉共用)

（２号炉建物内)
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4. 固体廃棄物処理方法変更に伴う影響

(1)使用済樹脂，フィルタ・スラッジ

ドラム詰装置の固化材を「プラスチック」から「セメント」に変更したことに

伴い，復水系，液体廃棄物処理系の使用済樹脂，フィルタ・スラッジについては，

ドラム詰装置を用いた処理は行わないこととした。 

このため，１号炉の放射性廃棄物を適切に処理するため，使用済樹脂，フィル

タ・スラッジがタンクへ貯蔵できることを確認した。各タンクの発生量実績を第

4－1表，貯蔵量（2021 年９月末現在）を第 4－2表に示す。 

各設備から発生する使用済樹脂，フィルタ・スラッジについては，発生量がご

くわずかであることから今後も貯蔵及び焼却処理することができる。また，必要

に応じて，共用施設である２号炉のタンクに貯蔵を行うことも出来ることから，

放射性廃棄物の処理に影響はない。 

第 4－1 表 各タンクの発生量実績 

（単位：m３） 

貯蔵タンク 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

廃樹脂タンク（Ａ） 7.54 0 0 0 

廃樹脂タンク（Ｂ） 0 0 0 0 

フィルタ・スラッジ貯蔵タンク（Ａ） 0 0 0 0 

フィルタ・スラッジ貯蔵タンク（Ｂ） 0.1 0 0 0 

第 4－2 表 各タンクの貯蔵量（2021 年９月末現在） 

（単位：m３） 

廃棄物 貯蔵タンク 貯蔵量 タンク容量

使用済樹脂 
廃樹脂タンク（Ａ） 約 35 約 75 

廃樹脂タンク（Ｂ） 約 61 約 75 

フィルタ・スラッジ
フィルタ・スラッジ貯蔵タンク（Ａ） 約 153 約 240 

フィルタ・スラッジ貯蔵タンク（Ｂ） 約 85 約 240 

(2) 濃縮廃液

濃縮廃液の処理は固化材をセメントに変更した後も継続して実施し，固体廃

棄物貯蔵所へ貯蔵保管するが，濃縮廃液の推定発生量約８m３／年を固化すると

セメント固化体約 75 本／年となる。固化材をセメントに変更後のドラム詰装

置では 1,000 本／年以上の処理が可能であり，２号炉の濃縮廃液の推定発生量

約 55m３／年とあわせても１年分の発生量を十分に処理することができる。 

床ドレン・再生廃液系の濃縮器から発生する濃縮廃液の発生量実績を第 4－

3 表，ドラム缶の推定発生量を第 4－4 表に示す。なお，今後の発生量につい

ても同様であると見込んでいる。 

また，固化材の変更に伴い，濃縮廃液の処理によるドラム缶の発生本数は増
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加するが，雑固体廃棄物の焼却処理，溶融処理により，放射性廃棄物の貯蔵保

管量の低減を図るとともに，低レベル放射性廃棄物埋設センターへの搬出によ

り，固体廃棄物貯蔵所（貯蔵保管容量約 45,500 本（200L ドラム缶相当））にお

いて放射性廃棄物を適切に貯蔵保管することができる。固体廃棄物貯蔵所の保

管量推移予測を第 4－1図に示す。 

第 4－3 表 濃縮廃液の発生量実績 

(m3／年) 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 平均 

15 0 ７ 7.3 

第 4－4 表 ドラム缶の推定発生量 

種類 発生量 推定根拠 

ドラム缶 約 75 本／年 

・至近の濃縮廃液発生量（約８m３／年）から推定

・ドラム缶１本あたりの充填量約 140L／本

（年間あたり約 60 本製作）

・洗浄廃液のドラム缶を４本あたり１本製作

（年間あたり約 15 本製作）

第 4－1 図 固体廃棄物貯蔵所の保管量推移予測 

以 上 
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1．変更の目的及び概要

島根原子力発電所２号炉の濃縮廃液，フィルタ・スラッジ等は，ドラム詰装置

にて固化材と混合しドラム缶内に固化したのち貯蔵保管している。現在使用して

いる固化材は可燃性の「プラスチック（不飽和ポリエステル樹脂）」であるため，

固化材タンクで火災が発生した場合，建物への影響並びに可搬型設備のアクセス

ルート及び重大事故等時の現場作業場所へ影響を与える。

固化材タンク，アクセスルート及び重大事故等時の現場作業場所を第 1-1 図に

示す。 

 このため，外部火災への防護対策や重大事故等時の現場作業場所への影響の観

点から可燃性の固化材の使用を中止し，固化材をセメントに変更する。 

また，固化材の変更に伴い，復水系，液体廃棄物処理系の使用済樹脂，フィル

タ・スラッジについては，ドラム詰装置を用いた処理は行わないこととし，全量

焼却処理する。原子炉浄化系，燃料プール冷却系の使用済樹脂，フィルタ・スラ

ッジについては，放射能濃度が高く，現行の埋設センターでは受入れできないこ

とから，当面は貯蔵タンクでの貯蔵とする。 

第 1－1 図 固化材タンク，アクセスルート及び 

重大事故等時の現場作業場所 
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2．原子炉設置変更許可申請書の変更概要 

  原子炉設置変更許可申請書（昭和 58 年 9 月 22 日）（以下，「既設置変更許可」

という。）本文及び添付書類八に記載しているドラム詰装置の固化材を「プラス

チック」から「セメント」に変更するとともに，復水系，液体廃棄物処理系の

使用済樹脂及びフィルタ・スラッジ並びに原子炉浄化系，燃料プール冷却系の

使用済樹脂及びフィルタ・スラッジの処理方法を変更する。 

3．固体廃棄物処理系の概要 

固体廃棄物処理系は，濃縮廃液タンク，ランドリ・ドレン濃縮廃液タンク，樹

脂貯蔵タンク，スラッジ貯蔵タンク，ドラム詰装置，雑固体廃棄物焼却設備，雑

固体廃棄物処理設備，減容機，サイトバンカ，固体廃棄物貯蔵所等で構成する。 

濃縮廃液は，ドラム詰装置で固化材（セメント）と混合してドラム缶内で固化

させる。 

固体廃棄物処理系の主要仕様を第 3－1表，ドラム詰装置の固化材変更前後の

固体廃棄物処理系系統概要図を第 3－1 図に示す。 

第 3－1 表 固体廃棄物処理系主要仕様 

(1) タンク

名 称 基数 
容量 

（m3／基） 
材  料 

濃縮廃液タンク (既設）※ 

ランドリ・ドレン濃縮廃液タンク (既設）※

原子炉浄化系樹脂貯蔵タンク (既設）※ 

原子炉浄化系スラッジ貯蔵タンク (既設） 

復水系樹脂貯蔵タンク  (既設）※ 

復水系スラッジ貯蔵タンク (既設）※ 

復水ろ過脱塩装置逆洗水受タンク (既設） 

機器ドレンろ過脱塩装置逆洗水受タンク (既設） 

復水スラッジ分離タンク  (既設）※ 

機器ドレン・スラッジ分離タンク (既設）※ 

３ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 

１ 

１ 

１ 

２ 

１ 

約 60 

約 13 

約 270 

約 250 

約 140 

約 250 

約 270 

約 250 

約 60 

約 18 

約 108 

約 108 

炭 素 鋼 

（樹脂ライニング） 

ステンレス鋼

ステンレス鋼

ステンレス鋼

ステンレス鋼

ステンレス鋼

ステンレス鋼

ステンレス鋼

ステンレス鋼

ステンレス鋼

ステンレス鋼

ステンレス鋼

※ １号及び２号炉共用
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(2) ドラム詰装置（１号及び２号炉共用）

形 式  セメント固化式

基 数  １ 

(3) 雑固体廃棄物焼却設備（１号，２号及び３号炉共用，既設）

形 式  円筒竪形自燃セラミック・フィルタ式 

基 数  １ 

容 量  約 2.5×106kJ/h 

ポリエチレン約 55kg/h 

紙 約 140kg/h 

又は樹脂約 85kg/h 相当 

サイトバンカ建物排気口（雑固体廃棄物処理設備と共用）

位 置  サイトバンカ建物

高 さ  約 24m（地上高） 

(4) 雑固体廃棄物処理設備（１号，２号及び３号炉共用，既設）

形 式  高周波誘導加熱セラミック・フィルタ式 

基 数  １ 

容 量  ドラム缶約 2,300 本相当／年 

（約 12 時間／日，約 220 日／年運転時） 

(5) 減容機（１号及び２号炉共用，既設）

基 数  １ 

(6) サイトバンカ貯蔵プール（１号，２号及び３号炉共用，既設）

構 造  鉄筋コンクリート製ステンレス鋼ライニング 

基 数  １ 

容 量  約 2,200m3 

(7) 固体廃棄物移送容器（１号，２号及び３号炉共用，既設）

基 数  １ 

容 量  約４m3 
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(8) 固体廃棄物貯蔵所（１号，２号及び３号炉共用，既設）

  ａ．Ａ棟 

位 置  発電所敷地内 

貯 蔵 能 力  約 4,500 本相当（200L ドラム缶） 

構 造  鉄筋コンクリート造（平屋建） 

面 積  約 800m2 

  ｂ．Ｂ棟 

位 置  発電所敷地内 

貯 蔵 能 力  約 13,000 本相当（200L ドラム缶） 

構 造  鉄筋コンクリート造（二階建） 

面 積  延 約 2,200m2 

  ｃ．Ｃ棟 

位 置  発電所敷地内 

貯 蔵 能 力  約 18,000 本相当（200L ドラム缶） 

構 造  鉄筋コンクリート造（二階建） 

面 積  延 約 2,900m2 

  ｄ．Ｄ棟 

位 置  発電所敷地内 

貯 蔵 能 力  約 10,000 本相当（200L ドラム缶） 

構 造  鉄筋コンクリート造（平屋建） 

面 積  約 2,400m2 
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（変更前） 

（変更後） 

第 3－1 図 固体廃棄物処理系 系統概要図 

濃 縮 廃 液 
床ドレン・化学廃液系の濃縮器から

ランドリ・ドレン系の濃縮器から

使用済樹脂，フィルタ・スラッジ
原子炉浄化系の脱塩器から

原子炉浄化系，燃料プール冷却系の 
ろ過脱塩器から

復水系の脱塩器から
液体廃棄物処理系の脱塩器から

復水系のろ過脱塩器から

液体廃棄物処理系のろ過脱塩器から

雑固体廃棄物

可燃性雑固体廃棄物

不燃性雑固体廃棄物

使用済制御棒等

濃 縮 廃 液 タ ン ク
ドラム詰装置 

（セメント固化式）
固体廃棄物貯蔵所

1号炉濃縮廃液 
貯蔵タンク

ラ ン ド リ ・ ド レ ン
濃 縮 廃 液 タ ン ク

原 子 炉 浄 化 系 
樹 脂 貯 蔵 タ ン ク

 1 号炉廃樹脂 
タンク

原 子 炉 浄 化 系 ス ラ ッ ジ 
貯 蔵 タ ン ク

 

復 水 系 樹 脂 貯 蔵 タ ン ク

復水スラッジ分離タンク

1号炉廃樹脂 
タンク 復水系スラッジ貯蔵タンク

機器ドレン・スラッジ 
分 離 タ ン ク

雑固体廃棄物焼却設備

1 号炉復水スラッジ分離タンク
又は 1号炉フィルタ・スラッジ
貯蔵タンク

減 容 機

（焼却灰） 
*2 *1 

*2 *1 

雑固体廃棄物処理設備

*2 

サ イ ト バ ン カ（燃料プール） 

（１号及び２号炉共用） 

主経路

副経路 

（１号，２号及び３号炉共用）
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4．ドラム詰装置の変更概要 

濃縮廃液を固化するために廃棄物処理建物に設置したドラム詰装置の固化材

を「プラスチック」から「セメント」に変更することに伴い，ドラム詰装置のう

ちプラスチック固化に関する機器等を撤去し，セメント固化専用の機器等を追設

する。プラスチック固化に関する機器等の撤去に伴い発生する放射性廃棄物は，

固体廃棄物貯蔵所に貯蔵保管できる線量と考えられることから，ドラム缶に収納

し，固体廃棄物貯蔵所で貯蔵保管する。 

なお，既設の乾燥機，粉体供給機及び粉体貯槽については，放射性廃棄物の減

容性を考慮し，濃縮廃液を乾燥粉体としてプラスチック固化処理する際に使用し

てきたが，現状の濃縮廃液の発生量を踏まえると，固化材をセメントに変更した

後は，濃縮廃液を直接固化処理する方法としても適切に貯蔵保管することができ

るため，閉止板により隔離し，休止設備とする。 

将来，ドラム缶の発生量等を考慮し，濃縮廃液を粉体化する方法が必要となっ

た場合は，乾燥機，粉体供給機及び粉体貯槽を流用する。 

ドラム詰装置の設置場所を第 4－1図に示す。 

ドラム詰装置の固化材変更後の濃縮廃液の処理方法は，乾燥機供給タンクから

濃縮廃液計量タンクを通して供給される濃縮廃液と固化材計量ホッパからセメ

ント供給機を通して供給される固化材（セメント）をドラム缶内で撹拌し，固化

する。固化処理については，対象廃液の分析結果をもとに作製した模擬廃液によ

り，セメント固化処理の成立性を確認している。 

ただし，原子炉浄化系及び燃料プール冷却系の使用済樹脂及びフィルタ・スラ

ッジは，処分施設の廃棄体に係る技術上の基準が検討されている状況であること，

復水系，液体廃棄物処理系の使用済樹脂及びフィルタ・スラッジは，減容の観点

から全量焼却処理していることから，これらについてセメント固化処理の成立性

確認は実施していない。従って，今回の固化材変更にあたっては，ドラム詰装置

による処理経路を第 3－1図のとおり削除する。 

なお，固化材は変更となるが「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分

類に関する審査指針」に基づく重要度分類については，「放射性物質の貯蔵機能

（PS-3）」より変更はない。また，１号及び２号炉共用から変更はない。 

固化材変更後のドラム詰装置の仕様を第 4－1表，ドラム詰装置概略系統図を

第 4－2図に示す。 
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第 4－1 図 ドラム詰装置の設置場所 

第 4－1 表 ドラム詰装置の仕様 

項目 仕様 

型式 セメント固化式※１

基数 １ 

撹拌方式 インドラム方式※２

※１ セメント固化する放射性廃棄物は，濃縮廃液である。濃縮廃液は，「床ドレン・ 化

学廃液系」と「ランドリ・ドレン系」に分かれる。「ランドリ・ドレン系」の濃縮

廃液は焼却するため，「床ドレン・化学廃液系」の濃縮廃液をセメント固化の対象

とする。対象廃液の分析結果をもとに模擬廃液を作製し，セメント固化の成立性を

確認している。 

※２ 撹拌方式は，インドラム方式を採用する。撹拌方式には，インドラム方式とアウト

ドラム方式がある。インドラム方式は，セメント固化体の発生量が増加するが，設

備が簡素で保守性に優れるメリットがある。  
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第 4－2 図 ドラム詰装置概略系統図 

ドラム詰装置の固化材変更に伴う床ドレン・化学廃液系の濃縮器から発生する

濃縮廃液の発生量及びドラム詰装置で固化材（セメント）と混合し固化したドラ

ム缶の発生量を第 4－2表に示す。

第 4－2 表 濃縮廃液及びドラム缶の発生量 

種類 発生量 推定根拠 

濃縮廃液 約 55m3／年 

・今回は固化材の変更であり，濃縮廃液発生に係る

部分の変更はないため，濃縮廃液発生量に変更な

し

ドラム缶 約 500 本／年 

・ドラム缶１本あたりの充填量約 140L／本

（年間あたり約 400 本製作）

・洗浄廃液のドラム缶を４本あたり１本製作

（年間あたり約 100 本製作）

5．固化材の変更による放射性廃棄物の貯蔵及び貯蔵保管への影響について 

ドラム詰装置の固化材を「プラスチック」から「セメント」へ変更した後も，

放射性廃棄物を適切にタンクへの貯蔵及び貯蔵所への貯蔵保管できることを以

下のとおり確認した。 

(1) 原子炉浄化系から発生する使用済樹脂

原子炉浄化系から発生する使用済樹脂は，性能劣化に応じて交換する際に発

生し，原子炉浄化系樹脂貯蔵タンクに貯蔵する。 

原子炉浄化系から発生する使用済樹脂は，放射能濃度が比較的高く，処理方
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法及び処分施設の検討がなされているところであるため，「核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十一条第二項の規定に基づき廃棄

の事業の許可を受けた者の中深度処分施設」への搬出が必要になる時期までに，

処分施設の設計に応じて処理方法を確立し，処理設備を設置する。 

このことから，処理設備を設置するまで貯蔵タンクにおいて貯蔵する必要が

あるが，今後，８m３／年（既設置変更許可記載値）で発生するものとした場合，

タンク容量を考慮すると第 5－1 図のとおり余裕があり，当面の間，貯蔵が可

能である。 

第 5－1 図 原子炉浄化系樹脂貯蔵タンクの貯蔵量推移予測 

(2) 原子炉浄化系，燃料プール冷却系から発生するフィルタ・スラッジ

原子炉浄化系，燃料プール冷却系から発生するフィルタ・スラッジは，性能

劣化に応じて交換する際に発生し，原子炉浄化系スラッジ貯蔵タンクに貯蔵す

る。 

原子炉浄化系，燃料プール冷却系から発生するフィルタ・スラッジは，放射

能濃度が比較的高く，処理方法及び処分施設の検討がなされているところであ

るため，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 51 条の２

の規定に基づき廃棄の事業の許可を受けた者の中深度処分施設」への搬出が必

要になる時期までに，処分施設の設計に応じて，処理方法を確立し，処理設備

を設置する。 

このことから，処理設備を設置するまで貯蔵タンクにおいて貯蔵する必要が

あるが，今後，原子炉浄化系から２m３／年，燃料プール冷却系からは１m３／

年（既設置変更許可記載値）で発生するものとした場合，タンク容量を考慮す

ると第 5－2図のとおり余裕があり，当面の間，貯蔵が可能である。 
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第 5－2 図 原子炉浄化系スラッジ貯蔵タンクの貯蔵量推移予測 

(3) 復水系及び液体廃棄物処理系の脱塩器から発生する使用済樹脂及びろ過脱

塩器から発生するフィルタ・スラッジ 

復水系及び液体廃棄物処理系の脱塩器から発生する使用済樹脂及びろ過脱

塩器から発生するフィルタ・スラッジは，発生量の約５年分の容量を有するタ

ンクに一定期間貯蔵した後，雑固体廃棄物焼却設備で焼却する。

各タンクの貯蔵量推移実績を第 5－3図～第 5－6図に示す。

雑固体廃棄物焼却設備は，使用済樹脂等の発生量，現行貯蔵容量に対して十

分な処理容量を保有している。 

また，焼却灰はドラム缶に詰めて固体廃棄物貯蔵所に貯蔵保管するか，又は

雑固体廃棄物処理設備で溶融した後，ドラム缶内にモルタル固化して貯蔵保管

するが，雑固体廃棄物の焼却処理，溶融処理により，放射性廃棄物の貯蔵保管

量の低減を図る。なお，固体廃棄物貯蔵所（貯蔵保管容量約 45,500 本（200L

ドラム缶相当））は，十分な容量を有している。（第 5－7図参照） 

第 5－3 図 復水系樹脂貯蔵タンクの貯蔵量推移実績 
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第 5－4 図 復水系スラッジ貯蔵タンクの貯蔵量推移実績 

第 5－5 図 復水スラッジ分離タンクの貯蔵量推移実績 

第 5－6 図 機器ドレン・スラッジ分離タンクの貯蔵量推移実績 

第 5－7 図 固体廃棄物貯蔵所の保管量推移予測 
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(4) 濃縮廃液

濃縮廃液の処理は固化材をセメントに変更した後も継続して実施し，固体廃

棄物貯蔵所へ貯蔵保管する。 

また，濃縮廃液の推定発生量約 55m３／年を固化するとセメント固化体約 500

本／年となるが，固化材をセメントに変更した後のドラム詰装置では約 1,000

本／年以上の処理が可能であり，１年分の発生量を十分に処理することができ

る。 

固化材の変更に伴い，濃縮廃液の処理によるドラム缶の発生本数は増加する

（約 80 本／年→約 500 本／年）が，雑固体廃棄物の焼却処理，溶融処理によ

り，放射性廃棄物の貯蔵保管量の低減を図るとともに，低レベル放射性廃棄物

埋設センターへの搬出により，固体廃棄物貯蔵所（貯蔵保管容量約 45,500 本

（200L ドラム缶相当））において放射性廃棄物を適切に貯蔵保管することがで

きる。（第 5－7 図参照） 

（5) ドラム詰装置のうちプラスチック固化に関する機器等の撤去に伴い発生す

る放射性廃棄物

ドラム詰装置のうちプラスチック固化に関する機器等の撤去箇所を第 4－2

図に示す。撤去に伴い発生する放射性廃棄物は，固体廃棄物貯蔵所に貯蔵保管

できる線量と考えられることから，ドラム缶に収納し，固体廃棄物貯蔵所に貯

蔵保管する。撤去に伴いドラム缶約 80 本の放射性廃棄物が発生するが，雑固

体廃棄物の焼却処理，溶融処理により，放射性廃棄物の貯蔵保管量の低減を図

るとともに，低レベル放射性廃棄物埋設センターへの搬出により，固体廃棄物

貯蔵所（貯蔵保管容量約 45,500 本（200L ドラム缶相当））において放射性廃

棄物を適切に貯蔵保管することができる。（第 5-7 図参照） 

6．固化材の変更による放射線業務従事者が受ける放射線量について 

固化体製作時における放射線業務従事者が放射線を受ける作業は，主にドラム

缶を輸送用トラックに積み付けるタイミングである。積み付けするドラム缶はセ

メント固化方式により５倍に増加するが，第 6－1表のとおり表面線量当量率が

1/5 に低下するため，作業に伴い放射線業務従事者が受ける線量はほぼ同じであ

る。 

固化方式の違いによる濃縮廃液の放射能濃度を第 6－1表に示す。 

27条-12
－18－ 95 / 159



第 6－1 表 固化方式の違いによる濃縮廃液の放射能濃度 

固化

方式 

ドラム缶

発生量 

濃縮廃液

発生量 

放射能

濃度＊２ 
放射能量 

表面線量

当量率＊４ 

被ばく

線量＊５ 

本/年 m3/年 Bq/cm3 Bq＊３ Bq/本 μSv/h μSv 

プラス

チック
80 

55 3.8E+04 2.1E+12 

2.6E+10 4.0E+03 1.6E+05 

セメ

ント
400＊１ 5.3E+09 8.1E+02 1.6E+05 

＊１：洗浄廃液の発生量（100 本）は，放射能濃度が低く被ばく線量に影響を与えない

ため，評価対象外とした。 

＊２：遮蔽設計上の放射能濃度 

＊３：放射能濃度×濃縮廃液発生量 

＊４：表面線量当量率は簡易評価により計算 

表面線量当量率＝放射能量（Bq/本）×実効線量率定数÷ドラム缶表面積（約

2m2） 

（実効線量率定数：0.305μSv・ｍ2・MBq-1・ｈ-1）（Co-60）【出典：アイソトー

プ手帳 11版】） 

＊５：被ばく線量は距離による低減効果を見込まずに表面線量当量率に 1本あたりの積

み付け作業時間（約 0.5h/本）を乗じて計算 

7．変更に係る規則への適合性について 

ドラム詰装置の固化材変更に伴う設置許可基準規則での関係条文を整理した

結果を第 7－1表に示す。 
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第 7－1 表 設置許可基準規則での関係条文 

条文 設計方針 適合性 

第四条 

[地震による損

傷の防止] 

地震力に十分に耐えるよう，耐震重要度

Ｂクラスの濃縮廃液計量タンク及び混練機

を設置。 

現在申請中

の新規制基準

適合性審査に

おける方針に

従い，設計，設

置することに

より設置許可

基準規則への

適合を図る。 

第八条 

[火災による損

傷の防止] 

 火災により安全性が損なわれないよう，

火災の発生防止，早期の火災感知及び消火

を行うための設備を設置。 

第九条 

[溢水による損

傷の防止] 

 溢水時に安全機能を損なわないよう，ま

た放射性物質を含む液体を管理区域外へ漏

えいさせないよう，ドラム詰装置及び配管

の破損を考慮し，堰等を設置。 

第十条 

[誤操作の防止] 

 誤操作の防止及び容易に操作できるよ

う，現場に操作盤の設置及び計量操作を自

動化し，誤操作を防止。 

第十二条 

[安全施設] 

 安全機能の重要度に応じた安全機能の確

保及び１号炉との共用による安全性を損な

わない設計。 
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条文 設計方針 適合性 

第二十七条 

[放射性廃棄物

の処理施設] 

ドラム詰装置は，漏えい防止もしくは散

逸し難いものとするために，次の事項を考

慮した設計。 

・適切な材料を使用するとともに，タンク

水位の検出器，タンク水位の異常水位に

よる警報，及び入口弁強制閉止のインタ

ーロック回路を設ける。

・ドレン管等の系外へ開放口を持つものは，

閉止キャップ等を施すが，使用頻度が多

い場合，ドレンをファンネル等へ導く構

造とすることにより，適切な排水経路へ

排水する。 

・タンク水位等の警報は，廃棄物処理建物

の制御室に表示し，異常を確実に運転員

に伝え処置がとれるものとする。

・空気作動弁，電磁弁等は，空気源，電源

喪失を考慮し，原則としてフェールセー

フとする。

・ドラム詰装置は部屋やせきにより独立し

た区画内に設け，広範囲に放射性物質の

散逸が生じないものとする。

現在申請中の

新規制基準適

合性審査にお

ける方針に従

い，設計，設置

することによ

り設置許可基

準規則への適

合を図る。 

第二十八条 

[放射性廃棄物

の貯蔵施設] 

発電用原子炉施設から発生する放射性

固体廃棄物について，発生量及び搬出量を

考慮して，放射性固体廃棄物の貯蔵管理を

行うとともに，次の事項を考慮した設計。 

・放射性廃棄物が漏えいし難いものとする。 

・固体状の放射性廃棄物による汚染が広が

らないものとする。

第三十条 

[放射線からの

放射線業務従事

者の防護] 

放射線業務従事者の受ける線量を合理

的に達成できる限り低減できるように，遮

蔽，機器の配置，放射性物質の漏えい防止

等，所要の放射線防護上の措置を講じた設

計とする。 

また，操作盤は，放射線レベルの低い場

所に設置し，遠隔操作が可能なように設計

する。 
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8．固化材の変更工程について 

火災評価の前提条件としてプラスチック固化材を考慮していないため，２号炉

の再稼働時点では可燃性のプラスチック固化材はドラム詰装置内に存在しない

状態とする。 

固化材をプラスチックからセメントに変更する工事は，濃縮廃液を貯蔵する濃

縮廃液タンクに十分な余裕があることから重大事故等対処設備他設置工事とは

別に実施する。 

以 上
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添付１ 

 

島根原子力発電所２号炉 

放射性固体廃棄物の固化材の変更に伴う条文整理表 

 

島根２号炉の放射性固体廃棄物の処理に係る固化材の変更に伴い，設置許可基

準規則の各条文との関係について，下表に整理結果を示す。 

【凡例】○：関係条文 

×：関係なし 

設置許可基準規則 条文 関係性 備考 

第一条 適用範囲 × 適用範囲を示したものであり，要求事項ではない

ことから，関係条文ではない。 

第二条 定義 × 用語の定義であり，要求事項ではないことから，

関係条文ではない。 

第三条 設計基準対象施設の地盤 × 発電用原子炉施設全体に係る要求事項であるが，

固化材の変更に伴う変更はないことから，関係条

文ではない。 

第四条 地震による損傷の防止 ○※ 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を耐震に

関する設計方針に基づき設置する必要があること

から，適用対象である。 

第五条 津波による損傷の防止 × 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，安全機能の重要度は PS-3 であり，代替手段

があること等により，原子炉施設の安全性に影響

しないことから，関係条文ではない。 

第六条 外部からの衝撃による損傷

の防止 

× 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，安全機能の重要度は PS-3 であり，代替手段

があること等により，原子炉施設の安全性に影響

しないことから，関係条文ではない。 

第七条 発電用原子炉施設への人の

不法な侵入等の防止 

× 発電用原子炉施設全体に係る要求事項であるが，

固化材の変更に伴う変更はないことから，関係条

文ではない。 

第八条 火災による損傷の防止 ○※ 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を火災に

関する設計方針に基づき設置する必要があること

から，適用対象である。 

第九条 溢水による損傷の防止等 ○※ 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を溢水に

関する設計方針に基づき設置する必要があること

から，適用対象である。 

第十条 誤操作の防止 ○※ 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を誤操作

の防止に関する設計方針に基づき設置する必要が

あることから，適用対象である。 

第十一条 安全避難通路等 × 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，安全避難通路等に変更はないことから，関

係条文ではない。 

第十二条 安全施設 ○※ 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を安全施

設に関する設計方針（共用等）に基づき設置する

必要があることから，適用対象である。 
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設置許可基準規則 条文 関係性 備考 

第十三条 運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故の拡大の防

止 

× 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

の拡大の防止に該当しないことから，関係条文で

はない。 

第十四条 全交流動力電源喪失対策設

備 

× 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，全交流動力電源喪失対策設備に該当しない

ことから，関係条文ではない。 

第十五条 炉心等 × 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，炉心等に該当しないことから，関係条文で

はない。 

第十六条 燃料体等の取扱施設及び貯

蔵施設 

× 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設に該当し

ないことから，関係条文ではない。 

第十七条 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ 

× 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，原子炉冷却材圧力バウンダリに該当しない

ことから，関係条文ではない。 

第十八条 蒸気タービン × 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，蒸気タービンに該当しないことから，関係

条文ではない。 

第十九条 非常用炉心冷却設備 × 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，非常用炉心冷却設備に該当しないことから，

関係条文ではない。 

第二十条 一次冷却材の減少分を補給

する設備 

× 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，一次冷却材の減少分を補給する設備に該当

しないことから，関係条文ではない。 

第二十一条 残留熱を除去することがで

きる設備 

× 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，残留熱を除去することができる設備に該当

しないことから，関係条文ではない。 

第二十二条 最終ヒートシンクへ熱を輸

送することができる設備 

× 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，最終ヒートシンクへ熱を輸送することがで

きる設備に該当しないことから，関係条文ではな

い。 

第二十三条 計測制御系統施設 × 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，計測制御系統施設に該当しないことから，

関係条文ではない。 

第二十四条 安全保護回路 × 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，安全保護回路に該当しないことから，関係

条文ではない。 

第二十五条 反応度制御系統及び原子炉

制御系統 

× 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，反応度制御系統及び原子炉制御系統に該当

しないことから，関係条文ではない。 

第二十六条 原子炉制御室等 × 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，原子炉制御室等に該当しないことから，関

係条文ではない。 

第二十七条 放射性廃棄物の処理施設 ○ 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を放射性

廃棄物の処理施設に関する設計方針に基づき設置

する必要があることから，適用対象である。 
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設置許可基準規則 条文 関係性 備考 

第二十八条 放射性廃棄物の貯蔵施設 ○ 固化材の変更に伴い，使用済樹脂等のドラム詰装

置での固化処理を取り止め，原子炉浄化系の使用

済樹脂等についてはタンクによる貯蔵とし，復水

系の使用済樹脂等については焼却処理しドラム缶

に詰めるが，それぞれ貯蔵タンクで貯蔵，固体廃

棄物貯蔵所で貯蔵保管するため，適用対象である。 

なお，設備の位置付けに変更はなく，十分な貯蔵

能力を有しており，影響はない。 

第二十九条 工場等周辺における直接線

等からの防護 

× セメント固化設備が設置される廃棄物処理建物で

は，適切な遮蔽設計を行い，補助遮蔽を設けてい

るため，固化材の変更により，敷地境界における

線量率の変更が生じないことから，関係条文では

ない。 

第三十条 放射線からの放射線業務従

事者の防護 

○ 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を放射線

からの放射線業務従事者の防護に関する設計方針

に基づき設置する必要があることから，適用対象

である。 

第三十一条 監視設備 × 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，監視設備の変更はないことから，関係条文

ではない。 

第三十二条 原子炉格納施設 × 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，原子炉格納施設に該当しないことから，関

係条文ではない。 

第三十三条 保安電源設備 × 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，保安電源設備に該当しないことから，関係

条文ではない。 

第三十四条 緊急時対策所 × 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，緊急時対策所に該当しないことから，関係

条文ではない。 

第三十五条 通信連絡設備 × 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，通信連絡設備に該当しないことから，関係

条文ではない。 

第三十六条 補助ボイラー × 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，補助ボイラーに該当しないことから，関係

条文ではない。 

第三十七条 重大事故等の拡大の防止等 × 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，重大事故等対処施設ではないことから，関

係条文ではない。 

第三十八条 重大事故等対処施設の地盤 × 同上 

第三十九条 地震による損傷の防止 × 同上 

第四十条 津波による損傷の防止 × 同上 

第四十一条 火災による損傷の防止 × 同上 

第四十二条 特定重大事故等対処施設 × 同上 

第四十三条 重大事故等対処設備 × 同上 

第四十四条 緊急停止失敗時に発電用原

子炉を未臨界にするための

設備 

× 同上 
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設置許可基準規則 条文 関係性 備考 

第四十五条 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

× 固化材の変更に伴い，セメント固化設備を設置す

るが，重大事故等対処施設ではないことから，関

係条文ではない。 

第四十六条 原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための設備

× 同上 

第四十七条 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

× 同上 

第四十八条 最終ヒートシンクへ熱を輸

送するための設備 

× 同上 

第四十九条 原子炉格納容器内の冷却等

のための設備 

× 同上 

第五十条 原子炉格納容器の過圧破損

を防止するための設備 

× 同上 

第五十一条 原子炉格納容器下部の溶融

炉心を冷却するための設備 

× 同上 

第五十二条 水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するため

の設備 

× 同上 

第五十三条 水素爆発による原子炉建屋

等の損傷を防止するための

設備 

× 同上 

第五十四条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための設備 

× 同上 

第五十五条 工場等外への放射性物質の

拡散を抑制するための設備 

× 同上 

第五十六条 重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備 

× 同上 

第五十七条 電源設備 × 同上 

第五十八条 計装設備 × 同上 

第五十九条 運転員が原子炉制御室にと

どまるための設備 

× 同上 

第六十条 監視測定設備 × 同上 

第六十一条 緊急時対策所 × 同上 

第六十二条 通信連絡を行うために必要

な設備 

× 同上 

※：新規制基準適合性審査のうち，設計基準対象施設の各条文の審査にて適合性を示す。 
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添付２ 

設置許可基準規則第二十七条及び技術基準規則第三十九条への適合性 

濃縮廃液を固化するために廃棄物処理建物に設置したドラム詰装置の固化材を

「プラスチック」から「セメント」に変更することに伴い，ドラム詰装置のうち

プラスチック固化に関する機器等を撤去し，セメント固化専用の機器等を追設す

るため，「設置許可基準規則」第二十七条（放射性廃棄物の処理施設）及び「技術

基準規則」第三十九条（廃棄物処理設備等）への適合性を第１表及び第２表に示

す。 

また，変更後の固体廃棄物処理系系統概要図を以下に示す。 

第１図 固体廃棄物処理系系統概要図（変更後） 

濃 縮 廃 液 
床ドレン・化学廃液系の濃縮器から

ランドリ・ドレン系の濃縮器から

使用済樹脂，フィルタ・スラッジ
原子炉浄化系の脱塩器から

原子炉浄化系，燃料プール冷却系の 
ろ過脱塩器から

復水系の脱塩器から
液体廃棄物処理系の脱塩器から

復水系のろ過脱塩器から

液体廃棄物処理系のろ過脱塩器から

雑固体廃棄物

可燃性雑固体廃棄物

不燃性雑固体廃棄物

使用済制御棒等

濃 縮 廃 液 タ ン ク
ドラム詰装置 

（セメント固化式）
固体廃棄物貯蔵所

1号炉濃縮廃液 
貯蔵タンク

ラ ン ド リ ・ ド レ ン
濃 縮 廃 液 タ ン ク

原 子 炉 浄 化 系 
樹 脂 貯 蔵 タ ン ク

 1 号炉廃樹脂 
タンク

原 子 炉 浄 化 系 ス ラ ッ ジ 
貯 蔵 タ ン ク

 

復 水 系 樹 脂 貯 蔵 タ ン ク

復水スラッジ分離タンク

1号炉廃樹脂 
タンク 復水系スラッジ貯蔵タンク

機器ドレン・スラッジ 
分 離 タ ン ク

雑固体廃棄物焼却設備

1 号炉復水スラッジ分離タンク
又は 1号炉フィルタ・スラッジ
貯蔵タンク

減 容 機

（焼却灰） 
*2 *1 

*2 *1 

雑固体廃棄物処理設備

*2 

サ イ ト バ ン カ（燃料プール） 

（１号及び２号炉共用） 

主経路

副経路 

（１号，２号及び３号炉共用）

【凡例】 

：液体状放射性廃棄物 

：固体状放射性廃棄物 
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第
１

表
 

「
実

用
発

電
用

原
子
炉

及
び
そ

の
附

属
施
設
の

位
置
、

構
造

及
び
設
備

の
基

準
に

関
す

る
規

則
」

に
お

け
る

 

固
化

材
の

変
更

に
関
す

る
確
認

 

実
用
発
電

用
原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

、
構
造

及
び
設

備
の
基

準
に
関

す
る
規

則
 

放
射
性
固

体
廃

棄
物

の
固

化
材

の
変

更
に

関
す

る
確

認
結

果
 

（
放
射
性

廃
棄
物

の
処

理
施

設
）

 

第
二
十
七

条
 
工

場
等

に
は

、
次

に
掲

げ
る

と
こ

ろ
に
よ

り
、
通

常
運
転

時
に
お

い
て
放

射

性
廃
棄
物
（
実
用

炉
規

則
第

二
条

第
二

項
第

二
号

に
規
定

す
る
放

射
性
廃

棄
物
を

い
う
。
以

下
同
じ

。）
を

処
理
す

る
施

設
（

安
全

施
設

に
係

る
も
の

に
限
る

。
以
下

こ
の
条

に
お
い

て

同
じ
。
）
を
設

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

一
 
周
辺

監
視
区

域
の

外
の

空
気

中
及

び
周

辺
監

視
区
域

の
境
界

に
お
け

る
水
中

の
放
射

性
物
質
の

濃
度
を

十
分

に
低

減
で

き
る

よ
う

、
発

電
用
原

子
炉
施

設
に
お

い
て
発

生
す
る

放

射
性
廃
棄

物
を
処

理
す

る
能

力
を

有
す

る
も

の
と

す
る
こ

と
。

 

二
 
液
体

状
の
放

射
性

廃
棄

物
の

処
理

に
係

る
も

の
に
あ

っ
て
は

、
放
射

性
物
質

を
処
理

す

る
施
設
か

ら
液
体

状
の

放
射

性
廃

棄
物

が
漏

え
い

す
る
こ

と
を
防

止
し
、
及
び
工

場
等
外

へ

液
体
状
の

放
射
性

廃
棄

物
が

漏
え

い
す

る
こ

と
を

防
止
で

き
る
も

の
と
す

る
こ
と

。
 

第
一
号
に

つ
い
て

，
ド
ラ

ム
詰

装
置

の
固

化
材

を
「

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

」
か

ら
「

セ
メ

ン
ト

」

へ
変
更

す
る
こ
と

に
伴
い

，
気

体
廃

棄
物

処
理

施
設

及
び

液
体

廃
棄

物
処

理
施

設
に

変
更

は

な
く
，
発

電
所
か

ら
発
生

す
る
放

射
性

廃
棄

物
の

処
理

す
る

能
力

に
影

響
は

な
い

こ
と

か

ら
，

第
一

号
の
基

準
へ
の

適
合

性
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

。
 

な
お
，
発

電
所
か

ら
発
生

す
る

固
体

廃
棄

物
は

，
周

辺
監

視
区

域
の

外
の

空
気

中
及

び
周

辺

監
視
区
域

の
境
界

に
お
け

る
水

中
へ

放
出

す
る

こ
と

は
な

い
た

め
，
固

体
廃

棄
物

処
理

施
設

で
あ
る

ド
ラ
ム
詰

装
置
の

固
化

材
を

変
更

す
る

こ
と

に
よ

る
第

一
号

の
基

準
へ

の
適

合
性

に
影
響
を

及
ぼ
さ

な
い

。
 

第
二
号
に

つ
い
て

，
ド
ラ

ム
詰

装
置

の
固

化
材

を
「

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

」
か

ら
「

セ
メ

ン
ト

」

へ
変
更
す

る
こ
と

に
伴
い

，
ド

ラ
ム

詰
装

置
の

う
ち

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

固
化

に
関

す
る

機
器

等

を
撤
去
し

，
セ
メ

ン
ト
固

化
専

用
の

機
器

等
を

追
設

す
る

が
，
液

体
状

の
放

射
性

廃
棄

物
が

漏
え
い
す

る
こ
と

を
防
止

し
，
及

び
敷

地
外

へ
の

管
理

さ
れ

な
い

放
出

の
防

止
の

た
め

，
次

の
各
項
を

考
慮
し

た
設
計

と
す

る
こ

と
か

ら
，
第

二
号

の
基

準
へ

の
適

合
性

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な
い
。
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三
 
固
体

状
の
放

射
性

廃
棄

物
の

処
理

に
係

る
も

の
に
あ

っ
て
は

、
放
射

性
廃
棄

物
を
処

理

す
る
過
程

に
お
い

て
放

射
性

物
質

が
散

逸
し

難
い

も
の
と

す
る
こ

と
。

 

・
漏
え
い

の
発
生

を
防
止

す
る

た
め

，
機

器
等

に
は

適
切

な
材

料
を

使
用

す
る

と
と

も
に

，

タ
ン
ク
水

位
の
検

出
器

，
タ

ン
ク

水
位

の
異

常
水

位
に

よ
る

警
報

，
及

び
入

口
弁

強
制

閉

止
の
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

回
路

を
設

け
る

。
 

・
ド
レ

ン
管
等

の
系
外

へ
開

放
口

を
持

つ
も

の
は

，
閉

止
キ

ャ
ッ

プ
等

を
施

す
が

，
使

用
頻

度
が
多
い

場
合
，
ド
レ

ン
を

フ
ァ

ン
ネ

ル
等

へ
導

く
構

造
と

す
る

こ
と

に
よ

り
，
適

切
な

排
水
経
路

へ
排
水

す
る

。

・
タ
ン

ク
水
位

等
の
警

報
は

，
廃

棄
物

処
理

建
物

の
制

御
室

に
表

示
し

，
異

常
を

確
実

に
運

転
員
に
伝

え
適
切

な
措

置
が

と
れ

る
も

の
と

す
る

。

・
空
気

作
動
弁

，
電
磁
弁

等
は

，
空

気
源

，
電

源
喪

失
を

考
慮

し
，
原

則
と

し
て

フ
ェ

ー
ル

セ
ー
フ
と

す
る

・
液
体

状
の
放

射
性
廃

棄
物

を
内

包
す

る
機

器
は

，
独

立
し

た
区

画
内

に
設

け
る

か
，
周

辺

に
せ
き

を
設
け
建

物
又

は
区

域
内

で
の

漏
え

い
の

拡
大

を
防

止
し

，
建

物
又

は
区

域
外

に

通
じ
る
出

入
口
等

に
は

せ
き
を

設
け

，
建

物
又

は
区

域
外

へ
の

漏
出

を
防

止
す

る
。

・
液
体
状

の
放
射

性
廃
棄

物
が

留
ま

る
お

そ
れ

の
あ

る
建

物
又

は
区

域
の

床
及

び
壁

面
は

，

漏
え
い
し

難
い
構

造
と

す
る

。

加
え
て
，

脱
塩
器

か
ら
発

生
す

る
使

用
済

樹
脂

及
び

ろ
過

脱
塩

器
か

ら
発

生
す

る
フ

ィ
ル

タ
・
ス

ラ
ッ
ジ

は
，
ド
ラ
ム

詰
装

置
で

の
固

化
を

取
止

め
る

が
，
ド

ラ
ム

詰
装

置
以

外
の

液

体
状
の
放

射
性
廃

棄
物
を

処
理

す
る

設
備

に
変

更
は

な
い

こ
と

か
ら

，
第

二
号

の
基

準
へ

の

適
合
性
に

影
響
を

及
ぼ
さ

な
い

。
 

第
三
号
に

つ
い
て

，
ド
ラ

ム
詰

装
置

の
固

化
材

を
「

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

」
か

ら
「

セ
メ

ン
ト

」

へ
変
更
す

る
こ
と

に
伴
い

，
ド

ラ
ム

詰
装

置
の

う
ち

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

固
化

に
関

す
る

機
器

等

を
撤
去
し

，
セ
メ

ン
ト
固

化
専

用
の

機
器

等
を

追
設

す
る

が
，
固

化
処

理
の

過
程

に
お

い
て

放
射
性
物

質
が
散

逸
し
難

い
設

計
と

す
る

た
め

，
次

の
各

項
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
こ

と
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か
ら
，
第

三
号
の

基
準
へ

の
適

合
性

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
。

 

・
ド
ラ

ム
詰
装

置
で
ド

ラ
ム

缶
内

に
固

化
材
（

セ
メ

ン
ト

）
と

混
合

し
て

固
化

し
貯

蔵
保

管

す
る
。

・
ド
ラ
ム

詰
装
置

は
部
屋

や
せ

き
に

よ
り

独
立

し
た

区
画

内
に

設
け

，
広

範
囲

に
放

射
性

物

質
の
散
逸

が
生
じ

な
い

も
の

と
す

る
。

加
え
て
，

脱
塩
器

か
ら
発

生
す

る
使

用
済

樹
脂

及
び

ろ
過

脱
塩

器
か

ら
発

生
す

る
フ

ィ
ル

タ
・
ス

ラ
ッ
ジ

は
，
ド
ラ
ム

詰
装

置
で

の
固

化
を

取
止

め
る

が
，
ド

ラ
ム

詰
装

置
以

外
の

液

体
状
の
放

射
性
廃

棄
物
を

処
理

す
る

設
備

に
変

更
は

な
い

こ
と

か
ら

，
第

三
号

の
基

準
へ

の

適
合
性
に

影
響
を

及
ぼ
さ

な
い

。
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第
２
表

 
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び
そ

の
附

属
施
設
の

技
術
基

準
に

関
す
る
規

則
」

に
お

け
る

固
化

材
の

変
更

に
関

す
る

確
認

 

実
用
発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技
術

基
準
に

関
す
る

規
則

 
放

射
性
固

体
廃

棄
物

の
固

化
材

の
変

更
に

関
す

る
確

認
結

果
 

（
廃
棄
物

処
理
設

備
等

）
 

第
三

十
九
条

 
工
場

等
に

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ
り

放
射

性
廃

棄
物

を
処
理

す
る
設

備
（

排
気
筒

を
含
み

、
次

条
及

び
第

四
十

三
条

に
規

定
す

る
も
の

を
除
く

。）
を

施
設
し

な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

一
 

周
辺
監

視
区
域

の
外

の
空

気
中

及
び

周
辺

監
視

区
域
の

境
界

に
お

け
る

水
中
の

放
射
性

物
質

の
濃
度

が
、

そ
れ

ぞ
れ

原
子

力
規

制
委

員
会

の
定

め
る

濃
度

限
度

以
下

に
な
る

よ
う

に
発

電
用
原

子
炉

施
設

に
お

い
て

発
生

す
る

放
射

性
廃

棄
物

を
処

理
す

る
能

力
を
有

す
る

も
の
で
あ

る
こ
と

。
 

二
 

放
射
性

廃
棄
物

以
外

の
廃

棄
物

を
処

理
す

る
設

備
と
区

別
し

て
施

設
す

る
こ
と

。
た
だ

し
、

放
射
性

廃
棄

物
以

外
の

流
体

状
の

廃
棄

物
を

流
体

状
の

放
射

性
廃

棄
物

を
処
理

す
る

設
備

に
導
く

場
合

に
お

い
て

、
流

体
状

の
放

射
性

廃
棄

物
が

放
射

性
廃

棄
物

以
外
の

廃
棄

物
を
取
り

扱
う
設

備
に

逆
流

す
る

お
そ

れ
が

な
い

場
合
は

、
こ
の

限
り
で

な
い
。

 

三
 

放
射
性

廃
棄
物

が
漏

え
い

し
難

い
構

造
で

あ
り

、
か
つ

、
放

射
性

廃
棄

物
に
含

ま
れ
る

化
学
薬
品

の
影
響

そ
の

他
の

負
荷

に
よ

り
著

し
く

腐
食
し

な
い
も

の
で
あ

る
こ
と

。
 

第
一

号
に
つ

い
て
，

ド
ラ
ム

詰
装

置
の

固
化

材
を

「
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
」

か
ら

「
セ

メ
ン

ト
」

へ
変

更
す
る

こ
と
に

伴
い

，
気

体
廃

棄
物

処
理

施
設

及
び

液
体

廃
棄

物
処

理
施

設
に

変
更

は

な
く
，
発
電
所

か
ら
発

生
す

る
放

射
性

廃
棄

物
の

処
理

す
る

能
力

に
影

響
は

な
い

こ
と

か
ら

，

第
一
号

の
基
準

へ
の
適
合

性
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

。
 

第
二

号
に
つ

い
て
，

ド
ラ
ム

詰
装

置
の

固
化

材
を

「
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
」

か
ら

「
セ

メ
ン

ト
」

へ
変

更
す
る

こ
と
に

伴
い

，
ド

ラ
ム

詰
装

置
の

う
ち

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

固
化

に
関

す
る

機
器

等

を
撤

去
し
，

セ
メ
ン

ト
固
化

専
用

の
機

器
等

を
追

設
す

る
が

，
ド

ラ
ム

詰
装

置
は

２
号

炉
廃

棄
物

処
理
建

物
に
設

置
し
て

い
る

こ
と

か
ら

，
第

二
号

の
基

準
へ

の
適

合
性

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な
い
。

 

第
三

号
に
つ

い
て
，

ド
ラ
ム

詰
装

置
の

固
化

材
を

「
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
」

か
ら

「
セ

メ
ン

ト
」

へ
変

更
す
る

こ
と
に

伴
い

，
ド

ラ
ム

詰
装

置
の

う
ち

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

固
化

に
関

す
る

機
器

等

を
撤

去
し
，

セ
メ
ン

ト
固
化

専
用

の
機

器
等

を
追

設
す

る
が

，
液

体
状

の
放

射
性

廃
棄

物
が

漏
え

い
す
る

こ
と
を

防
止
し

，
及

び
敷

地
外

へ
の

管
理

さ
れ

な
い

放
出

の
防

止
の

た
め

，
次

の
各

項
を
考

慮
し
た

設
計
と

す
る

こ
と

か
ら

，
第

三
号

の
基

準
へ

の
適

合
性

に
影

響
を

及
ぼ
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四
 

気
体
状

の
放
射

性
廃

棄
物

を
処

理
す

る
設

備
は

、
第
四

十
三

条
第

三
号

の
規
定

に
準
ず

る
ほ

か
、
排

気
筒

の
出

口
以

外
の

箇
所

に
お

い
て

気
体

状
の

放
射

性
廃

棄
物

を
排
出

し
な

い
こ
と
。

 

さ
な
い
。

 

・
漏
え
い

の
発
生

を
防
止

す
る

た
め

，
機

器
等

に
は

適
切

な
材

料
を

使
用

す
る

と
と

も
に

，

タ
ン
ク
水

位
の
検

出
器
，

タ
ン

ク
水

位
の

異
常

水
位

に
よ

る
警

報
，

及
び

入
口

弁
強

制
閉

止
の
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク
回

路
を

設
け

る
。

 

・
ド
レ
ン

管
等
の

系
外
へ

開
放

口
を

持
つ

も
の

は
，

閉
止

キ
ャ

ッ
プ

等
を

施
す

が
，

使
用

頻

度
が
多
い

場
合
，

ド
レ
ン

を
フ

ァ
ン

ネ
ル

等
へ

導
く

構
造

と
す

る
こ

と
に

よ
り

，
適

切
な

排
水
経
路

へ
排
水

す
る
。

・
タ
ン
ク

水
位
等

の
警
報

は
，

廃
棄

物
処

理
建

物
の

制
御

室
に

表
示

し
，

異
常

を
確

実
に

運

転
員
に
伝

え
適
切

な
措
置

が
と

れ
る

も
の

と
す

る
。

・
空
気
作

動
弁
，

電
磁
弁

等
は

，
空

気
源

，
電

源
喪

失
を

考
慮

し
，

原
則

と
し

て
フ

ェ
ー

ル

セ
ー
フ
と

す
る

・
液
体
状

の
放
射

性
廃
棄

物
を

内
包

す
る

機
器

は
，

独
立

し
た

区
画

内
に

設
け

る
か

，
周

辺

に
せ
き
を

設
け
建

物
又
は

区
域

内
で

の
漏

え
い

の
拡

大
を

防
止

し
，

建
物

又
は

区
域

外
に

通
じ
る
出

入
口
等

に
は

せ
き
を

設
け

，
建

物
又

は
区

域
外

へ
の

漏
出

を
防

止
す

る
。

・
液
体
状

の
放
射

性
廃
棄

物
が

留
ま

る
お

そ
れ

の
あ

る
建

物
又

は
区

域
の

床
及

び
壁

面
は

，

漏
え
い
し

難
い
構

造
と
す

る
。

加
え

て
，

脱
塩

器
か

ら
発

生
す

る
使

用
済

樹
脂

及
び

ろ
過

脱
塩

器
か

ら
発

生
す

る
フ

ィ
ル

タ
・

ス
ラ
ッ

ジ
は
，

ド
ラ
ム

詰
装

置
で

の
固

化
を

取
止

め
る

が
，

ド
ラ

ム
詰

装
置

以
外

の
液

体
状

の
放
射

性
廃
棄

物
を

処
理

す
る

設
備

に
変

更
は

な
い

こ
と

か
ら

，
第

三
号

の
基

準
へ

の

適
合
性
に

影
響
を

及
ぼ
さ

な
い

。
 

第
四

号
に
つ

い
て
，

ド
ラ
ム

詰
装

置
の

固
化

材
を

「
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
」

か
ら

「
セ

メ
ン

ト
」

へ
変

更
す
る

こ
と
に

伴
い

，
気

体
廃

棄
物

処
理

施
設

に
変

更
は

な
い

こ
と

か
ら

，
第

四
号

の

基
準

へ
の

適
合
性

に
影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

。
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五
 

流
体
状

の
放
射

性
廃

棄
物

及
び

原
子

炉
冷

却
材

圧
力
バ

ウ
ン

ダ
リ

内
に

施
設
さ

れ
た
も

の
か

ら
発
生

す
る

高
放

射
性

の
固

体
状

の
放

射
性

廃
棄

物
を

工
場

等
内

に
お

い
て
運

搬
す

る
た

め
の
容

器
は

、
取

扱
中

に
お

け
る

衝
撃

そ
の

他
の

負
荷

に
耐

え
、

か
つ

、
容
易

に
破

損
し

な
い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
管

理
区

域
内

に
お

い
て

の
み

使
用

さ
れ
る

も
の

に
つ
い
て

は
、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

六
 

前
号
の

容
器
は

、
内

部
に

放
射

性
廃

棄
物

を
入

れ
た
場

合
に

、
放

射
線

障
害
を

防
止
す

る
た

め
、
そ

の
表

面
の

線
量

当
量

率
及

び
そ

の
表

面
か

ら
一

メ
ー

ト
ル

の
距

離
に
お

け
る

線
量

当
量
率

が
原

子
力

規
制

委
員

会
の

定
め

る
線

量
当

量
率

を
超

え
な

い
よ

う
、
遮

蔽
で

き
る

も
の
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
管

理
区

域
内

に
お

い
て

の
み

使
用

さ
れ

る
も
の

に
つ

い
て
は
、

こ
の
限

り
で

な
い

。
 

２
 

流
体
状

の
放
射

性
廃

棄
物

を
処

理
す

る
設

備
が

設
置
さ

れ
る

放
射

性
廃

棄
物
処

理
施
設

（
流

体
状
の

放
射

性
廃

棄
物

の
漏

え
い

が
拡

大
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
部

分
に

限
る
。

以
下

こ
の
項
に

お
い
て

同
じ

。）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
施
設

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

一
 

放
射
性

廃
棄
物

処
理

施
設

内
部

の
床

面
及

び
壁

面
は
、

流
体

状
の

放
射

性
廃
棄

物
が
漏

え
い
し
難

い
構
造

で
あ

る
こ

と
。

 

二
 

放
射
性

廃
棄
物

処
理

施
設

内
部

の
床

面
は

、
床

面
の
傾

斜
又

は
床

面
に

設
け
ら

れ
た
溝

の
傾

斜
に
よ

り
流

体
状

の
放

射
性

廃
棄

物
が

排
液

受
け

口
に

導
か

れ
る

構
造

で
あ
り

、
か

つ
、
流

体
状
の

放
射

性
廃

棄
物
（

気
体

状
の

も
の

を
除

く
。
以
下

同
じ

。）
を
処
理

す
る
設

備
の

周
辺
部

に
は

、
流

体
状

の
放

射
性

廃
棄

物
の

漏
え

い
の

拡
大

を
防

止
す

る
た
め

の
堰

が
施
設
さ

れ
て
い

る
こ

と
。

 

第
五
号
及

び
第
六

号
に
つ

い
て

，
ド

ラ
ム

詰
装

置
の

固
化

材
を
「

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

」
か

ら
「

セ

メ
ン

ト
」
へ

変
更

す
る

こ
と

に
伴

い
，

液
体

状
及

び
固

体
状

の
放

射
性

廃
棄

物
を

運
搬

す
る

た
め

の
容
器

の
設
計

に
変
更

は
な

い
こ

と
か

ら
，

第
五

号
及

び
第

六
号

の
基

準
へ

の
適

合
性

に
影
響
を

及
ぼ
さ

な
い
。

 

第
２

項
第
一

号
，
第

二
号
，

第
三

号
及

び
第

四
号

に
つ

い
て

，
ド

ラ
ム

詰
装

置
の

固
化

材
を

「
プ

ラ
ス
チ

ッ
ク
」

か
ら
「

セ
メ

ン
ト

」
へ

変
更

す
る

こ
と

に
伴

い
，

ド
ラ

ム
詰

装
置

の
う

ち
プ

ラ
ス
チ

ッ
ク
固

化
に
関

す
る

機
器

等
を

撤
去

し
，

セ
メ

ン
ト

固
化

専
用

の
機

器
等

を
追

設
す

る
が
，

液
体
状

の
放
射

性
廃

棄
物

が
漏

え
い

す
る

こ
と

を
防

止
し

，
及

び
敷

地
外

へ
の

管
理

さ
れ
な

い
放
出

の
防
止

の
た

め
，

次
の

各
項

を
考

慮
し

た
設

計
と

す
る

こ
と

か
ら

，
第

２
項
第
一

号
，
第

二
号

，
第

三
号

及
び

第
四

号
の

基
準

へ
の

適
合

性
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

。
 

・
漏

え
い
の

発
生
を

防
止
す

る
た

め
，

機
器

等
に

は
適

切
な

材
料

を
使

用
す

る
と

と
も

に
，

タ
ン

ク
水
位

の
検
出

器
，

タ
ン

ク
水

位
の

異
常

水
位

に
よ

る
警

報
，

及
び

入
口

弁
強

制
閉

止
の
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク
回

路
を

設
け

る
。

 

・
ド

レ
ン
管

等
の
系

外
へ

開
放

口
を

持
つ

も
の

は
，

閉
止

キ
ャ

ッ
プ

等
を

施
す

が
，

使
用

頻

度
が

多
い
場

合
，
ド

レ
ン

を
フ

ァ
ン

ネ
ル

等
へ

導
く

構
造

と
す

る
こ

と
に

よ
り

，
適

切
な

排
水
経
路

へ
排
水

す
る
。
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 三
 

放
射
性

廃
棄
物

処
理

施
設

外
に

通
じ

る
出

入
口

又
は
そ

の
周

辺
部

に
は

、
流
体

状
の
放

射
性

廃
棄
物

が
放

射
性

廃
棄

物
処

理
施

設
外

へ
漏

え
い

す
る

こ
と

を
防

止
す

る
た
め

の
堰

が
施

設
さ
れ

て
い

る
こ

と
。

た
だ

し
、

放
射

性
廃

棄
物

処
理

施
設

内
部

の
床

面
が
隣

接
す

る
発

電
用
原

子
炉

施
設

の
床

面
又

は
地

表
面

よ
り
低

い
場
合

で
あ

っ
て

、
放

射
性
廃

棄
物

処
理
施
設

外
へ
漏

え
い

す
る

お
そ

れ
が

な
い

場
合

は
、
こ

の
限
り

で
な
い

。
 

 四
 

工
場
等

外
に
排

水
を

排
出

す
る

排
水

路
（

湧
水

に
係
る

も
の

で
あ

っ
て

放
射
性

物
質
に

よ
り

汚
染
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
管

理
区

域
内

に
開

口
部

が
な

い
も

の
並

び
に

排
水
監

視
設

備
及
び
放

射
性
物

質
を

含
む

排
水

を
安

全
に

処
理

す
る
設

備
を
施

設
す
る

も
の
を

除
く

。）

上
に
放
射

性
廃
棄

物
処

理
施

設
内

部
の

床
面

が
な

い
よ
う

、
施
設

す
る
こ

と
。

 

   ３
 

第
一
項

第
五
号

の
流

体
状

の
放

射
性

廃
棄

物
を

運
搬
す

る
た

め
の

容
器

は
、
前

項
第
三

号
に

準
じ
て

流
体

状
の

放
射

性
廃

棄
物

の
漏

え
い

の
拡

大
を

防
止

す
る

よ
う

に
施
設

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
管

理
区

域
内

に
お

い
て

の
み

使
用

さ
れ

る
も

の
及
び

漏
え

い
す
る
お

そ
れ
が

な
い

構
造

の
も

の
は

、
こ

の
限

り
で
な

い
。

 

・
タ

ン
ク
水

位
等
の

警
報
は

，
廃

棄
物

処
理

建
物

の
制

御
室

に
表

示
し

，
異

常
を

確
実

に
運

転
員
に
伝

え
適
切

な
措
置

が
と

れ
る

も
の

と
す

る
。

 

・
空

気
作
動

弁
，
電

磁
弁
等

は
，

空
気

源
，

電
源

喪
失

を
考

慮
し

，
原

則
と

し
て

フ
ェ

ー
ル

セ
ー
フ
と

す
る

 

・
液

体
状
の

放
射
性

廃
棄
物

を
内

包
す

る
機

器
は

，
独

立
し

た
区

画
内

に
設

け
る

か
，

周
辺

に
せ

き
を
設

け
建
物

又
は

区
域

内
で

の
漏

え
い

の
拡

大
を

防
止

し
，

建
物

又
は

区
域

外
に

通
じ
る
出

入
口
等

に
は

せ
き
を

設
け

，
建

物
又

は
区

域
外

へ
の

漏
出

を
防

止
す

る
。

 

・
液

体
状
の

放
射
性

廃
棄
物

が
留

ま
る

お
そ

れ
の

あ
る

建
物

又
は

区
域

の
床

及
び

壁
面

は
，

漏
え
い
し

難
い
構

造
と
す

る
。

 

加
え

て
，

脱
塩

器
か

ら
発

生
す

る
使

用
済

樹
脂

及
び

ろ
過

脱
塩

器
か

ら
発

生
す

る
フ

ィ
ル

タ
・

ス
ラ
ッ

ジ
は
，

ド
ラ
ム

詰
装

置
で

の
固

化
を

取
止

め
る

が
，

ド
ラ

ム
詰

装
置

以
外

の
液

体
状

の
放
射

性
廃
棄

物
を

処
理

す
る

設
備

に
変

更
は

な
い

こ
と

か
ら

，
第

２
項

第
一

号
，

第

二
号
，
第

三
号
及

び
第
四

号
の

基
準

へ
の

適
合

性
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

。
 

 第
３

項
に
つ

い
て
，

ド
ラ
ム

詰
装

置
の

固
化

材
を

「
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
」

か
ら

「
セ

メ
ン

ト
」

へ
変

更
す
る

こ
と
に

伴
い

，
液

体
状

の
放

射
性

廃
棄

物
を

運
搬

す
る

た
め

の
容

器
の

設
計

に

変
更
は
な

い
こ
と

か
ら
，

第
３

項
の

基
準

へ
の

適
合

性
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

。
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添付３ 

設置許可基準規則第二十八条への適合性 

固化材の変更とともに，原子炉浄化系，燃料プール冷却系の使用済樹脂等一部

の放射性廃棄物について，処理，貯蔵方法を変更するため，「設置許可基準規則」

第二十八条（放射性廃棄物の貯蔵施設）への適合性を以下に示す。 

設置許可基準規則第二十八条 解釈 

工場等には、次に掲げるところによ

り、発電用原子炉施設において発生する

放射性廃棄物を貯蔵する施設（安全施設

に係るものに限る。）を設けなければな

らない。 

一 放射性廃棄物が漏えいし難いも

のとすること。 

二 固体状の放射性廃棄物を貯蔵す

る設備を設けるものにあっては、放

射性廃棄物による汚染が広がらな

いものとすること。 

１ 第２８条に規定する「発電用原子炉

施設において発生する放射性廃棄

物を貯蔵する」とは、将来的に発電

用原子炉施設から発生する放射性

固体廃棄物の発生量及び搬出量を

考慮して放射性固体廃棄物を貯蔵

及び管理できることをいう。 

１．処理・貯蔵に係る変更概要 

(1) 復水系，液体廃棄物処理系の使用済樹脂及びフィルタ・スラッジ

復水系，液体系廃棄物処理系の使用済樹脂及びフィルタ・スラッジについて

は，主経路であるドラム詰装置での処理を取り止め，これまでも実施している

雑固体廃棄物焼却設備による焼却処理のみとする。 

(2) 原子炉浄化系，燃料プール冷却系の使用済樹脂及びフィルタ・スラッジ

原子炉浄化系，燃料プール冷却系の使用済樹脂及びフィルタ・スラッジにつ

いては，副経路であるドラム詰装置での処理を取り止め，当面は原子炉浄化系

樹脂貯蔵タンク及び原子炉浄化系スラッジ貯蔵タンクでの貯蔵とする。 

２．変更に伴う影響評価 

(1) 設備の位置づけ

放射能を減衰させるため，復水系，液体廃棄物処理系の使用済樹脂及びフィ

ルタ・スラッジを一定期間貯蔵する復水系樹脂貯蔵タンク，復水系スラッジ貯

蔵タンク，復水スラッジ分離タンク及び機器ドレン・スラッジ分離タンクは，

既設置変更許可において固体廃棄物貯蔵設備としており，設備の位置付けの変
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更はない。 

また，原子炉浄化系，燃料プール冷却系の使用済樹脂及びフィルタ・スラッ

ジを貯蔵する原子炉浄化系樹脂貯蔵タンク及び原子炉浄化系スラッジ貯蔵タ

ンクも，既設置変更許可において固体廃棄物貯蔵設備としており，設備の位置

付けの変更はない。 

なお，「技術基準規則」第三十九条（廃棄物処理設備等）の解釈２において，

長期間貯蔵するタンク等は貯蔵する設備とされており，これらのタンクは，既

工事計画でも固体廃棄物貯蔵設備としている。 

 関連する既設置変更許可の記載の抜粋を以下に示す。 

【本文】 

ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

 (ﾊ) 固体廃棄物の廃棄設備 

  (1) 構造 

復水系及び液体廃棄物処理系以外の脱塩器から発生する使用済樹脂

及びろ過脱塩器から発生するフィルタ・スラッジは，樹脂貯蔵タンク

及びスラッジ貯蔵タンクに貯蔵するか，又は貯蔵し放射能を減衰させ

た後，ドラム詰装置で固化材（プラスチック）と混合してドラム缶内

に固化し貯蔵保管する。 

  (2) 廃棄物の処理能力 

原子炉浄化系樹脂貯蔵タンクの容量は約 520m3，復水系樹脂貯蔵タン

クの容量は約 250m3，原子炉浄化系スラッジ貯蔵タンクの容量は約

140m3，復水系スラッジ貯蔵タンクの容量は約 790m3，また，サイトバ

ンカの容量は約 2,200m3である。 

 

【添付書類八】 

10.3 固体廃棄物処理系 

 (5) 貯蔵容量 

復水系及び液体廃棄物処理系以外の脱塩器から発生する使用済樹脂及

びろ過脱塩器から発生するフィルタ・スラッジを貯蔵するタンクは，発

生量の約 30 年分の貯蔵容量を有する設計とする。 

10.3.3 主要機能 

復水系及び液体廃棄物処理系以外の脱塩器から発生する使用済樹脂及

びろ過脱塩器から発生するフィルタ・スラッジは，約 30 年分の貯蔵容量

を有する原子炉浄化系樹脂貯蔵タンク及び約 30 年分の貯蔵容量を有す

る原子炉浄化系スラッジ貯蔵タンクに貯蔵するか，又は貯蔵し放射能を

減衰させた後，ドラム詰装置で固化材（プラスチック）と混合してドラ

ム缶内に固化し貯蔵保管する。 
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(2) 貯蔵能力

a. 復水系，液体廃棄物処理系の使用済樹脂及びフィルタ・スラッジ

復水系及び液体廃棄物処理系の脱塩器から発生する使用済樹脂及びろ過

脱塩器から発生するフィルタ・スラッジを貯蔵する復水系樹脂貯蔵タンク，

復水系スラッジ貯蔵タンク，復水スラッジ分離タンク及び機器ドレン・スラ

ッジ分離タンクは，発生量の約５年分の容量を有する設計とし，放射能を減

衰させるため，樹脂等を一定期間貯蔵している。 

各タンクの貯蔵量推移実績を第１～４図に示す。 

これらの樹脂等を焼却処理する雑固体廃棄物焼却設備は，使用済樹脂の発

生量や現行貯蔵容量に対して十分な処理容量を有している。 

また，焼却灰はドラム缶に詰めて貯蔵保管するか，又は雑固体廃棄物処理

設備で溶融した後，ドラム缶内にモルタル固化して貯蔵保管する。 

第５図のとおり，雑固体廃棄物の焼却処理，溶融処理により，放射性廃棄

物の貯蔵保管量の低減を図るとともに，低レベル放射性廃棄物埋設センター

への搬出により，十分な容量の固体廃棄物貯蔵所を有しているため，貯蔵保

管することが可能である。 

第１図 復水系樹脂貯蔵タンクの貯蔵量推移実績 

第２図 復水系スラッジ貯蔵タンクの貯蔵量推移実績 
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第３図 復水スラッジ分離タンクの貯蔵量推移実績 

第４図 機器ドレン・スラッジ分離タンクの貯蔵量推移実績 

第５図 固体廃棄物貯蔵所の保管量推移予測 

b. 原子炉浄化系の使用済樹脂

原子炉浄化系から発生する使用済樹脂は，性能劣化に応じて交換する際に

発生するが，今後，８m３／年で発生するものとした場合，原子炉浄化系樹脂

貯蔵タンクの容量を考慮すると，第６図のとおり，当面の間，貯蔵が可能で

ある。 
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第６図 原子炉浄化系樹脂貯蔵タンクの貯蔵量推移予測 

c. 原子炉浄化系，燃料プール冷却系のフィルタ・スラッジ

原子炉浄化系，燃料プール冷却系から発生するフィルタ・スラッジは，

性能劣化に応じて交換する際に発生するが，今後，原子炉浄化系から２m３

／年，燃料プール冷却系から１m３／年で発生するものとした場合，原子炉浄

化系スラッジ貯蔵タンクの容量を考慮すると，第７図のとおり，当面の間，

貯蔵が可能である。 

第７図 原子炉浄化系スラッジ貯蔵タンクの貯蔵量推移予測 

３．適合性 

固化材の変更とともに，復水系，液体廃棄物処理系の使用済樹脂等や原子炉浄

化系，燃料プール冷却系の使用済樹脂等の処理，貯蔵方法を一部見直すが，放射

性廃棄物の発生量を考慮しても，貯蔵管理できることから，影響がないことを確

認した。 

また，タンク等各設備について，固体廃棄物貯蔵設備の位置付けに変更はない

ことから，引き続き，放射性物質が漏えいし難いものとするとともに，固体状の

放射性廃棄物による汚染が広がらないものとする。 
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添付４ 

設置変更許可申請書の記載内容比較 

放射性固体廃棄物の固化材の変更に伴う設置許可申請書の記載内容について，

変更による影響がないことを第１表のとおり確認した。 
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第
１
表
 

設
置
変

更
許

可
申
請
書

の
記
載

内
容

比
較

 

変
更

前
【

本
文

】
 

変
更
後
【

本
文
】

 
変

更
に

よ
る

影
響

 

ト
．
放
射

性
廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

の
構

造
及

び
設

備

(
ﾊ
)

固
体
廃

棄
物
の

廃
棄

設
備

(
1
)

構
造

固
体
廃
棄

物
の

廃
棄

設
備
（

固
体

廃
棄

物
処

理
系

）
は

，

廃
棄
物
の

種
類
に

応
じ

て
処

理
又

は
貯

蔵
保

管
す

る
た

め
，
濃

縮
廃
液

タ
ン

ク
（

１
号

及
び

２
号

炉
共

用
，
既
設

）
，

ラ
ン
ド
リ
・
ド

レ
ン

濃
縮

廃
液

タ
ン

ク
（

１
号

及
び
２

号

炉
共
用
，

既
設

），
樹

脂
貯

蔵
タ

ン
ク

（
１

号
及

び
２
号

炉
共
用
，

既
設

），
ス

ラ
ッ

ジ
貯

蔵
タ

ン
ク

（
１

号
及
び

２
号
炉
一

部
共
用

，
既

設
），

ド
ラ

ム
詰

装
置

（
１
号
及

び
２
号
炉

共
用

，
既

設
）
，
雑

固
体

廃
棄

物
焼

却
設

備
（

１

号
及
び
２

号
炉
共

用
，

既
設

），
雑

固
体

廃
棄

物
処
理
設

備
（

１
号

及
び

２
号

炉
共

用
），

減
容

機
（

１
号

及
び
２

号
炉
共
用

，
既
設

），
サ

イ
ト

バ
ン

カ
（

１
号

及
び
２
号

炉
共
用

，
既
設

），
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

所
（

１
号

及
び
２

号
炉
共
用

，
既
設

）
等

で
構

成
す

る
。

 

ト
放
射

性
廃
棄

物
の
廃

棄
施
設

の
構
造

(
3
)

固
体
廃

棄
物
の

廃
棄
設
備

(
ⅰ

) 
構

造
 

固
体
廃
棄

物
の
廃

棄
設
備
（
固
体

廃
棄
物

処
理
系

）
は

，

廃
棄
物
の

種
類
に

応
じ
て

処
理
又

は
貯
蔵

保
管
す

る
た

め
，
濃

縮
廃
液

タ
ン
ク
（
１

号
及
び

２
号
炉

共
用

，
既
設

）
，

ラ
ン
ド
リ
・
ド

レ
ン
濃

縮
廃
液
タ

ン
ク
（
１
号

及
び
２

号

炉
共
用
，

既
設

），
樹

脂
貯
蔵
タ

ン
ク
（

１
号
及

び
２

号

炉
共
用
，

既
設

），
ス

ラ
ッ
ジ
貯

蔵
タ
ン

ク
（
１

号
及

び

２
号
炉
一

部
共
用

，
既
設

），
ド

ラ
ム
詰

装
置
（

１
号

及

び
２
号
炉

共
用

），
雑

固
体
廃
棄

物
焼
却

設
備
（

１
号

，

２
号
及
び

３
号
炉

共
用

，
既
設
）
，
雑

固
体
廃

棄
物
処

理

設
備
（

１
号
，
２

号
及
び

３
号
炉

共
用
，

既
設

），
減

容

機
（
１
号

及
び
２

号
炉
共

用
，
既

設
）
，
サ
イ

ト
バ
ン

カ

（
１
号
，

２
号
及

び
３
号

炉
共
用

，
既
設

），
固
体
廃

棄

物
貯
蔵
所
（

１
号

，
２

号
及
び
３

号
炉
共

用
，
既

設
）
等

で
構
成
す

る
。

 

・
３

号
炉

既
許

可
申

請
書

記
載

事
項

の
反

映
で

あ
り

，
固

体

廃
棄

物
の

処
理

能
力

及
び

貯
蔵

能
力

に
影

響
は

な
い

。
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床
ド
レ
ン
・
化

学
廃

液
系

の
濃

縮
器

か
ら

発
生
す

る
濃

縮
廃
液
は

，
濃

縮
廃

液
タ

ン
ク

で
放

射
能

を
減

衰
さ
せ
た

後
，
ド
ラ

ム
詰
装

置
で

固
化

材
（

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

）
と

混

合
し
て
ド

ラ
ム
缶

内
に

固
化

し
貯

蔵
保

管
す

る
。

 

ラ
ン
ド
リ
・
ド

レ
ン

系
の

濃
縮

器
か

ら
発

生
す
る

濃
縮

廃
液
は

，
ラ
ン

ド
リ
・
ド

レ
ン

濃
縮

廃
液

タ
ン

ク
に
集
め

放
射
能
を

減
衰
さ

せ
た

後
，
雑

固
体

廃
棄

物
焼

却
設
備
で

焼
却
す
る

。
焼

却
灰

は
ド

ラ
ム

缶
に

詰
め

て
貯

蔵
保
管
す

る
か
，
又

は
雑
固

体
廃

棄
物

処
理

設
備

で
溶

融
し

た
後

，

ド
ラ
ム
缶

内
に
モ

ル
タ

ル
固

化
し

て
貯

蔵
保

管
す

る
。

 

復
水
系
及

び
液

体
廃

棄
物

処
理

系
の

脱
塩

器
か
ら

発

生
す
る
使

用
済
樹

脂
及

び
ろ

過
脱

塩
器

か
ら

発
生

す
る

フ
ィ
ル
タ
・
ス

ラ
ッ

ジ
は

，
樹

脂
貯

蔵
タ

ン
ク

及
び
ス
ラ

ッ
ジ
貯
蔵

タ
ン
ク

に
貯

蔵
し

放
射

能
を

減
衰

さ
せ

た
後

，

ド
ラ
ム
詰

装
置
で

固
化

材
（

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

）
と

混
合

し

て
ド
ラ
ム

缶
内
に

固
化

し
貯

蔵
保

管
す

る
か

，
又
は

雑
固

体
廃
棄
物

焼
却
設

備
で

焼
却

す
る

。
焼

却
灰

は
ド

ラ
ム

缶

に
詰
め
て

貯
蔵
保

管
す

る
か

，
又

は
雑

固
体

廃
棄

物
処
理

設
備
で
溶

融
し
た

後
，
ド

ラ
ム

缶
内

に
モ

ル
タ

ル
固
化
し

て
貯
蔵
保

管
す
る

。
 

床
ド
レ
ン
・
化

学
廃
液

系
の
濃
縮

器
か
ら

発
生
す

る
濃

縮
廃
液
は

，
濃

縮
廃
液

タ
ン
ク
で

放
射
能

を
減
衰

さ
せ
た

後
，
ド

ラ
ム
詰

装
置
で

ド
ラ
ム
缶

内
に
固

化
材
（
セ
メ

ン

ト
）
と
混

合
し
て

固
化
し

貯
蔵
保

管
す
る

。

ラ
ン
ド
リ
・
ド

レ
ン
系

の
濃
縮
器

か
ら
発

生
す
る

濃
縮

廃
液
は

，
ラ
ン

ド
リ
・
ド
レ
ン
濃

縮
廃
液

タ
ン
ク

に
集
め

放
射
能
を

減
衰
さ

せ
た
後

，
雑
固

体
廃
棄

物
焼
却

設
備
で

焼
却
す
る

。
焼

却
灰
は

ド
ラ
ム
缶

に
詰
め

て
貯
蔵

保
管
す

る
か
，
又

は
雑
固

体
廃
棄

物
処
理

設
備
で

溶
融
し

た
後

，

ド
ラ
ム
缶

内
に
モ

ル
タ
ル

固
化
し

て
貯
蔵

保
管
す

る
。

 

復
水
系
及

び
液
体

廃
棄
物

処
理
系

の
脱
塩

器
か
ら

発

生
す
る
使

用
済
樹

脂
及
び

ろ
過
脱

塩
器
か

ら
発
生

す
る

フ
ィ
ル
タ
・
ス

ラ
ッ
ジ

は
，
樹
脂

貯
蔵
タ

ン
ク
及

び
ス

ラ

ッ
ジ
貯
蔵

タ
ン
ク

に
貯
蔵

し
放
射

能
を
減

衰
さ
せ

た
後

，

雑
固
体
廃

棄
物
焼

却
設
備

で
焼
却

す
る

。
焼
却

灰
は
ド

ラ

ム
缶
に
詰

め
て
貯

蔵
保
管

す
る
か

，
又

は
雑
固

体
廃
棄

物

処
理
設
備

で
溶
融

し
た
後

，
ド
ラ

ム
缶
内

に
モ
ル

タ
ル
固

化
し
て
貯

蔵
保
管

す
る
。

 

・
ド

ラ
ム

詰
装

置
の

固
化

材
を
「

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

」
か

ら
「

セ

メ
ン

ト
」
に

変
更

す
る

こ
と

に
伴

い
，
ド

ラ
ム

詰
装

置
の

う
ち

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

固
化

に
関

す
る

機
器

等
を

撤
去

し
，

セ
メ

ン
ト

固
化

専
用

の
機

器
等

を
追

設
す

る
が

，
液

体
状

の
放

射
性

廃
棄

物
が

漏
え

い
す

る
こ

と
を

防
止

し
，
及

び

敷
地

外
へ

の
管

理
さ

れ
な

い
放

出
の

防
止

，
固

体
状

の
放

射
性

物
質

の
散

逸
し

難
い

設
計

と
す

る
こ

と
か

ら
，
固

体

廃
棄

物
の

処
理

能
力

及
び

貯
蔵

能
力

に
影

響
は

な
い

。
 

・
ド

ラ
ム

詰
装

置
の

固
化

材
を
「

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

」
か

ら
「

セ

メ
ン

ト
」
に

変
更

す
る

こ
と

に
伴

い
，
復

水
系

及
び

液
体

廃
棄

物
処

理
系

の
脱

塩
器

か
ら

発
生

す
る

使
用

済
樹

脂

及
び

ろ
過

脱
塩

器
か

ら
発

生
す

る
フ

ィ
ル

タ
・
ス

ラ
ッ

ジ

の
処

理
方

法
に

つ
い

て
，
ド

ラ
ム

詰
装

置
で

の
固

化
を

取

止
め

る
が

，
雑

固
体

廃
棄

物
焼

却
設

備
で

焼
却

し
，
焼

却

灰
は

ド
ラ

ム
缶

に
詰

め
て

貯
蔵

保
管

す
る

か
，
雑

固
体

廃

棄
物

処
理

設
備

で
溶

融
し

た
後

，
ド

ラ
ム

缶
内

に
モ

ル
タ

ル
固

化
し

て
貯

蔵
所

へ
貯

蔵
保

管
が

で
き

る
こ

と
を

確

認
し

て
お

り
，
固

体
廃

棄
物

の
処

理
能

力
及

び
貯

蔵
能

力

に
影

響
は

な
い

。
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復
水
系
及

び
液

体
廃

棄
物

処
理

系
以

外
の

脱
塩
器

か

ら
発
生
す

る
使
用

済
樹

脂
及

び
ろ

過
脱

塩
器

か
ら

発
生

す
る
フ
ィ

ル
タ
・
ス

ラ
ッ

ジ
は

，
樹

脂
貯

蔵
タ

ン
ク
及

び

ス
ラ
ッ
ジ

貯
蔵
タ

ン
ク

に
貯

蔵
す

る
か

，
又

は
貯
蔵
し

放

射
能
を
減

衰
さ
せ

た
後

，
ド

ラ
ム

詰
装

置
で

固
化

材
（

プ

ラ
ス
チ
ッ

ク
）
と

混
合

し
て

ド
ラ

ム
缶

内
に

固
化

し
貯
蔵

保
管
す
る

。
 

可
燃
性
雑

固
体

廃
棄

物
は

，
ド

ラ
ム

缶
等

に
詰

め
て
貯

蔵
保
管
す

る
か

，
又

は
雑

固
体

廃
棄

物
焼

却
設

備
で
焼
却

す
る
。
焼

却
灰
は

ド
ラ

ム
缶

に
詰

め
て

貯
蔵

保
管

す
る

か
，
又

は
雑
固

体
廃

棄
物

処
理

設
備

で
溶

融
し

た
後
，
ド

ラ
ム
缶
内

に
モ
ル

タ
ル

固
化

し
て

貯
蔵

保
管

す
る

。
不

燃

性
雑
固
体

廃
棄
物

は
，

圧
縮

可
能

な
も

の
は

圧
縮

減
容

し
，
ド

ラ
ム
缶

等
に

詰
め

て
貯

蔵
保

管
す

る
か

，
又
は

雑

固
体
廃
棄

物
処
理

設
備

で
，
溶

融
し

て
ド

ラ
ム

缶
内
に
モ

ル
タ
ル
固

化
す
る

か
，
若

し
く

は
溶

融
し

な
い

で
ド
ラ
ム

缶
内
に
モ

ル
タ
ル

固
化

し
て

，
貯

蔵
保

管
す

る
。

 

な
お
，
貯

蔵
保

管
し

て
い

る
可

燃
性

雑
固

体
廃
棄

物
，

焼
却
灰

，
不
燃

性
雑

固
体

廃
棄

物
に

つ
い

て
も

必
要
に
応

じ
て
焼
却

，
溶
融

，
モ

ル
タ

ル
固

化
し

，
ド

ラ
ム

缶
に

詰

め
て
貯
蔵

保
管
す

る
。

 

ま
た
，
使
用

済
制

御
棒

等
の

放
射

化
さ

れ
た

機
器

は
燃

料
プ
ー
ル

に
貯
蔵

し
た

後
，
サ

イ
ト

バ
ン

カ
に

貯
蔵
保
管

す
る
。

 

復
水
系
及

び
液
体

廃
棄
物

処
理
系

以
外
の

脱
塩
器

か

ら
発
生
す

る
使
用

済
樹
脂

及
び
ろ

過
脱
塩

器
か
ら

発
生

す
る
フ
ィ

ル
タ
・
ス
ラ

ッ
ジ
は
，
樹
脂

貯
蔵
タ

ン
ク
及

び

ス
ラ
ッ
ジ

貯
蔵
タ

ン
ク
に

貯
蔵
す

る
。

 

   可
燃
性
雑

固
体
廃

棄
物
は

，
ド
ラ

ム
缶
等

に
詰
め

て
貯

蔵
保
管
す

る
か

，
又
は

雑
固
体
廃

棄
物
焼

却
設
備

で
焼
却

す
る
。
焼

却
灰
は

ド
ラ
ム

缶
に
詰

め
て
貯

蔵
保
管

す
る

か
，
又

は
雑
固

体
廃
棄

物
処
理
設

備
で
溶

融
し
た

後
，
ド

ラ
ム
缶
内

に
モ
ル

タ
ル
固

化
し
て

貯
蔵
保

管
す
る

。
不

燃

性
雑
固
体

廃
棄
物

は
，
圧

縮
可
能

な
も
の

は
圧
縮

減
容

し
，
ド

ラ
ム
缶

等
に
詰

め
て
貯
蔵

保
管
す

る
か

，
又
は

雑

固
体
廃
棄

物
処
理

設
備
で

，
溶
融

し
て
ド

ラ
ム
缶

内
に
モ

ル
タ
ル
固

化
す
る

か
，
若
し
く
は

溶
融
し

な
い
で

ド
ラ
ム

缶
内
に
モ

ル
タ
ル

固
化
し

て
，
貯

蔵
保
管

す
る
。

 

な
お
，
貯

蔵
保
管

し
て
い

る
可
燃

性
雑
固

体
廃
棄

物
，

焼
却
灰

，
不
燃

性
雑
固

体
廃
棄
物

に
つ
い

て
も
必

要
に
応

じ
て
焼
却

，
溶
融

，
モ

ル
タ
ル
固

化
し
，
ド
ラ
ム

缶
に

詰

め
て
貯
蔵

保
管
す

る
。

 

ま
た
，
使
用
済

制
御
棒

等
の
放
射

化
さ
れ

た
機
器

は
燃

料
プ
ー
ル

に
貯
蔵

し
た
後

，
サ
イ

ト
バ
ン

カ
に
貯

蔵
保
管

す
る
。

 

・
ド

ラ
ム

詰
装

置
の

固
化

材
を
「

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

」
か

ら
「

セ

メ
ン

ト
」
に

変
更

す
る

こ
と

に
伴

い
，
復

水
系

及
び

液
体

廃
棄

物
処

理
系

以
外

の
脱

塩
器

か
ら

発
生

す
る

使
用

済

樹
脂

及
び

ろ
過

脱
塩

器
か

ら
発

生
す

る
フ

ィ
ル

タ
・
ス

ラ

ッ
ジ

の
処

理
方

法
に

つ
い

て
，
ド

ラ
ム

詰
装

置
で

の
固

化

を
取

止
め

る
が

，
タ

ン
ク

へ
の

貯
蔵

が
で

き
る

こ
と

を
確

認
し

て
お

り
，

固
体

廃
棄

物
の

貯
蔵

能
力

に
影

響
は

な

い
。
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雑
固
体
廃

棄
物

焼
却

設
備

及
び

雑
固

体
廃

棄
物
処

理

設
備
か
ら

の
排
ガ

ス
は

，
フ

ィ
ル

タ
を

通
し

放
射

性
物
質

濃
度
を
監

視
し
つ

つ
専

用
の

排
気

口
か

ら
放

出
す

る
。

 

固
体
廃
棄

物
処

理
系

は
，
廃

棄
物

の
破

砕
，
圧
縮

，
焼

却
，
溶

融
，
固

化
等

の
処

理
過

程
に

お
け

る
放

射
性
物
質

の
散
逸
等

を
防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

 

上
記
濃
縮

廃
液

等
を

詰
め

た
ド

ラ
ム

缶
等

は
，
所
要
の

遮
へ
い
設

計
を
行

っ
た

発
電

所
内

の
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

所
に
貯
蔵

保
管
す

る
。

 

雑
固
体
廃

棄
物
焼

却
設
備

及
び
雑

固
体
廃

棄
物
処

理

設
備
か
ら

の
排
ガ

ス
は

，
フ
ィ
ル

タ
を
通

し
放
射

性
物
質

濃
度
を
監

視
し
つ

つ
専
用

の
排
気

口
か
ら

放
出
す

る
。

 

固
体
廃
棄

物
処
理

系
は

，
廃
棄
物

の
破
砕

，
圧
縮

，
焼

却
，
溶

融
，
固

化
等
の

処
理
過
程

に
お
け

る
放
射

性
物
質

の
散
逸
等

を
防
止

す
る
設

計
と
す

る
。

 

上
記
濃
縮

廃
液
等

を
詰
め

た
ド
ラ

ム
缶
等

は
，
所
要

の

遮
蔽
設
計

を
行
っ

た
発
電

所
内
の

固
体
廃

棄
物
貯

蔵
所

に
貯
蔵
保

管
す
る

。
 

な
お
，
必
要
に

応
じ
て

，
固
体
廃

棄
物
を

廃
棄
事

業
者

の
廃
棄
施

設
へ
廃

棄
す
る

。
 

・
実

状
に

合
わ

せ
た

変
更

で
あ

り
，
固

体
廃

棄
物

の
貯

蔵
能

力
に

影
響

は
な

い
。
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変
更

前
【

添
付

書
類

八
】

 
変

更
後
【

添
付
書

類
八
】

 
変

更
に

よ
る

影
響

 

1
0
.

放
射
性

廃
棄
物

廃
棄

施
設

1
0
.
3 

固
体
廃
棄

物
処

理
系

 

1
0
.
3.
1
 

概
要
 

固
体
廃
棄

物
処

理
系

は
，
廃

棄
物

の
種

類
に

応
じ

て
処

理
又
は
貯

蔵
保
管

す
る

た
め

，
濃

縮
廃

液
タ

ン
ク
（
１

号

及
び
２
号

炉
共
用

，
既

設
），

ラ
ン

ド
リ

・
ド

レ
ン
濃
縮

廃
液
タ
ン

ク
（
１

号
及

び
２

号
炉

共
用

，
既

設
），

樹
脂

貯
蔵
タ
ン

ク
（
１

号
及

び
２

号
炉

共
用

，
既

設
），

ス
ラ

ッ
ジ
貯
蔵

タ
ン
ク

（
１

号
及

び
２

号
炉

一
部

共
用

，
既

設
）
，
ド
ラ

ム
詰
装

置
（

１
号

及
び

２
号

炉
共

用
，
既
設

）
，

雑
固
体
廃

棄
物
焼

却
設

備
（

１
号

及
び

２
号

炉
共

用
，
既

設
），

雑
固
体

廃
棄

物
処

理
設

備
（

１
号

及
び

２
号
炉
共

用
），

減
容
機
（
１

号
及

び
２

号
炉

共
用

，
既

設
）
，
サ
イ

ト
バ
ン
カ

（
１

号
及

び
２

号
炉

共
用

，
既

設
）
，
固
体

廃

棄
物
貯
蔵

所
（

１
号

及
び

２
号

炉
共

用
，
既

設
）
等
で

構

成
す
る
。

 

固
体
廃
棄

物
は

，
濃

縮
廃

液
，
使

用
済

樹
脂

，
フ

ィ
ル

タ
・
ス
ラ

ッ
ジ
及

び
雑

固
体

廃
棄

物
等

で
あ

る
｡

1
0
.
3.
3
 

主
要
機

能
 

(
1
)

濃
縮
廃

液
の
処

理

7
.

放
射

性
廃
棄

物
の
廃

棄
施
設

7
.
3 

固
体
廃

棄
物
処

理
系

 

7
.
3
.1

 
概
要
 

固
体
廃
棄

物
処
理

系
は

，
廃
棄
物

の
種
類

に
応
じ

て
処

理
又

は
貯

蔵
保
管

す
る
た

め
，
濃

縮
廃
液

タ
ン
ク
（
１

号

及
び
２
号

炉
共
用

，
既
設

），
ラ

ン
ド
リ

・
ド
レ

ン
濃

縮

廃
液
タ
ン

ク
（
１

号
及
び

２
号
炉

共
用
，

既
設

），
樹

脂

貯
蔵
タ
ン

ク
（
１

号
及
び

２
号
炉

共
用
，

既
設

），
ス

ラ

ッ
ジ
貯
蔵

タ
ン
ク

（
１
号

及
び
２

号
炉
一

部
共
用

，
既

設
），

ド
ラ
ム

詰
装
置
（
１

号
及

び
２
号

炉
共
用

）
，
雑

固

体
廃
棄
物

焼
却
設

備
（
１

号
，
２

号
及
び

３
号
炉

共
用

，

既
設
）
，
雑
固

体
廃
棄

物
処
理
設

備
（

１
号
，
２

号
及

び

３
号
炉
共

用
，
既

設
）
，
減
容
機

（
１
号

及
び
２

号
炉

共

用
，
既
設

），
サ
イ
ト

バ
ン
カ
（

１
号
，

２
号
及

び
３
号

炉
共
用

，
既
設

），
固

体
廃
棄
物

貯
蔵
所

（
１
号

，
２
号

及
び
３
号

炉
共
用

，
既
設

）
等
で

構
成
す

る
。

 

固
体
廃
棄

物
は
，
濃
縮

廃
液
，
使

用
済
樹

脂
，
フ

ィ
ル

タ
・
ス
ラ

ッ
ジ
及

び
雑
固

体
廃
棄

物
等
で

あ
る

｡

7
.
3
.3

 
主
要

設
備

 

（
変
更
な

し
）

 

・
３

号
炉

既
許

可
申

請
書

記
載

事
項

の
反

映
で

あ
り

，
固

体

廃
棄

物
の

処
理

能
力

及
び

貯
蔵

能
力

に
影

響
は

な
い

。
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(
2
)

使
用
済

樹
脂
及

び
フ

ィ
ル

タ
・

ス
ラ

ッ
ジ

の
処
理

使
用
済
樹

脂
及

び
フ

ィ
ル

タ
・
ス

ラ
ッ

ジ
の

処
理

を
行

う
設
備
は

，
樹

脂
貯

蔵
タ

ン
ク

，
ス

ラ
ッ

ジ
貯

蔵
タ
ン

ク
，

ド
ラ
ム
詰

装
置
，

雑
固

体
廃

棄
物

焼
却

設
備

等
で

あ
る
。
 

復
水
系
及

び
液

体
廃

棄
物

処
理

系
の

脱
塩

器
か
ら

発

生
す
る
使

用
済
樹

脂
及

び
ろ

過
脱

塩
器

か
ら

発
生

す
る

フ
ィ
ル
タ
・
ス

ラ
ッ

ジ
は

，
約

５
年

分
の

貯
蔵

容
量
を
有

す
る
復
水

系
樹
脂

貯
蔵

タ
ン

ク
及

び
約

５
年

分
の

貯
蔵

容
量
を
有

す
る
復

水
系

ス
ラ

ッ
ジ

貯
蔵

タ
ン

ク
に

貯
蔵

し
，
放

射
能
を

減
衰

さ
せ

た
後

，
ド

ラ
ム

詰
装

置
で
固

化

材
（
プ

ラ
ス
チ

ッ
ク

）
と

混
合

し
て

ド
ラ

ム
缶

内
に
固
化

し
貯
蔵
保

管
す
る

か
，
又

は
雑

固
体

廃
棄

物
焼

却
設
備
で

焼
却
す
る

。
焼

却
灰

は
ド

ラ
ム

缶
に

詰
め

て
貯

蔵
保
管
す

る
か
，
又

は
雑
固

体
廃

棄
物

処
理

設
備

で
溶

融
し

た
後

，

ド
ラ
ム
缶

内
に
モ

ル
タ

ル
固

化
し

て
貯

蔵
保

管
す

る
。

 

復
水
系
及

び
液

体
廃

棄
物

処
理

系
以

外
の

脱
塩
器

か

ら
発
生
す

る
使
用

済
樹

脂
及

び
ろ

過
脱

塩
器

か
ら

発
生

す
る
フ
ィ

ル
タ
・

ス
ラ

ッ
ジ

は
，

約
3
0
年

分
の

貯
蔵

容

量
を
有
す

る
原
子

炉
浄

化
系

樹
脂

貯
蔵

タ
ン

ク
及

び
約

3
0
年
分
の

貯
蔵
容

量
を

有
す

る
原

子
炉

浄
化

系
ス

ラ
ッ

ジ
貯
蔵
タ

ン
ク
に

貯
蔵

す
る

か
，
又

は
貯

蔵
し

放
射
能

を

減
衰
さ
せ

た
後

，
ド

ラ
ム

詰
装

置
で

固
化

材
（

プ
ラ
ス

チ

ッ
ク
）
と
混
合

し
て

ド
ラ

ム
缶

内
に

固
化

し
貯

蔵
保
管
す

る
。

 

(
2
)

使
用
済

樹
脂
及

び
フ
ィ
ル

タ
・
ス

ラ
ッ
ジ

の
処
理

使
用
済
樹

脂
及
び

フ
ィ
ル

タ
・
ス

ラ
ッ
ジ

の
処
理

を
行

う
設
備
は

，
樹

脂
貯
蔵

タ
ン
ク
，
ス
ラ

ッ
ジ
貯

蔵
タ
ン

ク
，

ド
ラ
ム
詰

装
置
，

雑
固
体

廃
棄
物

焼
却
設

備
等
で

あ
る

。
 

復
水
系
及

び
液
体

廃
棄
物

処
理
系

の
脱
塩

器
か
ら

発

生
す
る
使

用
済
樹

脂
及
び

ろ
過
脱

塩
器
か

ら
発
生

す
る

フ
ィ
ル
タ
・
ス

ラ
ッ
ジ

は
，
約
５

年
分
の

貯
蔵
容

量
を

有

す
る
復
水

系
樹
脂

貯
蔵
タ

ン
ク
及

び
約
５

年
分
の

貯
蔵

容
量
を
有

す
る
復

水
系
ス

ラ
ッ
ジ

貯
蔵
タ

ン
ク
に

貯
蔵

し
，
放

射
能
を

減
衰
さ

せ
た
後
，
雑
固

体
廃
棄

物
焼
却

設

備
で
焼
却

す
る

。
焼
却

灰
は
ド
ラ

ム
缶
に

詰
め
て

貯
蔵
保

管
す
る
か

，
又

は
雑
固

体
廃
棄
物

処
理
設

備
で
溶

融
し
た

後
，
ド
ラ

ム
缶
内

に
モ
ル

タ
ル
固

化
し
て

貯
蔵
保

管
す

る
。

 

復
水
系
及

び
液
体

廃
棄
物

処
理
系

以
外
の

脱
塩
器

か

ら
発
生
す

る
使
用

済
樹
脂

及
び
ろ

過
脱
塩

器
か
ら

発
生

す
る
フ
ィ

ル
タ
・

ス
ラ
ッ

ジ
は
，

約
3
0
年
分

の
貯
蔵

容

量
を
有
す

る
原
子

炉
浄
化

系
樹
脂

貯
蔵
タ

ン
ク
及

び
約

3
0
年
分
の

貯
蔵
容

量
を
有

す
る
原

子
炉
浄

化
系
ス

ラ
ッ

ジ
貯
蔵
タ

ン
ク
に

貯
蔵
す

る
。

 

・
ド

ラ
ム

詰
装

置
の

固
化

材
を
「

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

」
か

ら
「

セ

メ
ン

ト
」
に

変
更

す
る

こ
と

に
伴

い
，
復

水
系

及
び

液
体

廃
棄

物
処

理
系

の
脱

塩
器

か
ら

発
生

す
る

使
用

済
樹

脂

及
び

ろ
過

脱
塩

器
か

ら
発

生
す

る
フ

ィ
ル

タ
・
ス

ラ
ッ

ジ

の
処

理
方

法
に

つ
い

て
，
ド

ラ
ム

詰
装

置
で

の
固

化
を

取

止
め

る
が

，
雑

固
体

廃
棄

物
焼

却
設

備
で

焼
却

し
，
焼

却

灰
は

ド
ラ

ム
缶

に
詰

め
て

貯
蔵

保
管

す
る

か
，
雑

固
体

廃

棄
物

処
理

設
備

で
溶

融
し

た
後

，
ド

ラ
ム

缶
内

に
モ

ル
タ

ル
固

化
し

て
貯

蔵
所

へ
貯

蔵
保

管
が

で
き

る
こ

と
を

確

認
し

て
お

り
，
固

体
廃

棄
物

の
処

理
能

力
及

び
貯

蔵
能

力

に
影

響
は

な
い

。
 

・
ド

ラ
ム

詰
装

置
の

固
化

材
を
「

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

」
か

ら
「

セ

メ
ン

ト
」
に

変
更

す
る

こ
と

に
伴

い
，
復

水
系

及
び

液
体

廃
棄

物
処

理
系

以
外

の
脱

塩
器

か
ら

発
生

す
る

使
用

済

樹
脂

及
び

ろ
過

脱
塩

器
か

ら
発

生
す

る
フ

ィ
ル

タ
・
ス

ラ

ッ
ジ

の
処

理
方

法
に

つ
い

て
，
ド

ラ
ム

詰
装

置
で

の
固

化

を
取

止
め

る
が

，
タ

ン
ク

へ
の

貯
蔵

が
で

き
る

こ
と

を
確

認
し

て
お

り
，

固
体

廃
棄

物
の

貯
蔵

能
力

に
影

響
は

な

い
。
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(
3
) 

雑
固
体

廃
棄
物

の
処

理
 

(
4
) 

固
体
廃

棄
物
の

焼
却

処
理

 

(
5
) 

固
体
廃

棄
物
の

溶
融

処
理

 

(
6
) 

固
体
廃

棄
物
の

貯
蔵

 

（
変
更
な

し
）
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